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具体的な感想
○様々な輸送手段の変化が、当社の事業にどのように
影響するのか、また変化を見据えた事業方針を検討し
ていく上で役に立つと考える。（トラック運送事業者）。

〇荷主への改善要望・料金化・値上げの交渉において
役に立つと思いました（元請トラック運送事業者）。

〇車上渡し(FOT=Free On Truck))｣は民法上当
然となっているとは言えないのではないでしょうか。運送法
の基本として、立法されたほうが良いのではないでしょう
か?このことが人々の慣習意識から抜け出せない、大元
となっていると思います（発荷主事業者）。
○各テーマ説明を詳しく説明いただき、理解度が上がり
ました（発・着荷主事業者）。

参加者の反応（第10回［5/24日開催］のアンケート結果より）

〇興味深かったテーマ

説明会参加人数 約276名※、アンケート回答数53件 （回答率19.2％）6/11時点

3

※運輸局関係者除く
〇回答者（複数回答あり） 〇活用度「今回の説明内容は今後業務に役立ちそうか？」



具体的コメント（一部）
Ｑ．運賃改定交渉、業務効率化に関してご提供いただける情報があればお寄せください

（成功例、失敗例どちらでも結構です。）。
〇小さなことですが、乗務員情報の一元管理化に向けた業務効率化において、kintoneを試験導入してい
ますが、非常に便利です。中規模の事業者様に向けて非常に有効的だと思います。（弊社のように何もな
い状態であればですが・・・）トラック運送事業者

〇一度にお願いせず、3年計画での値上げに成功。
(取引金額が大きいので顧客の負担を考慮しての措置) 倉庫事業者

〇運賃改定交渉はある程度理解もあり進んでいるが・・・。業務効率化についてはなかなか進まない、荷主
は価格改定すれば問題解決と考えているようだ。運送事業者から問題を提起して、荷主がその解決のため
にテーブルに着くような状況にならない 元請トラック運送事業者

○１回当たりの輸送量を大型10t車から20t以上の輸送量へ変更。そのことにより、輸送回数を減少する
ことができた。 発荷主事業者

〇価格改定の交渉をする中で、企業担当者の状況の理解度に因るところが大きいものの、交渉が対現状
のパーセンテージでの交渉となるため、絶対額の大きな大企業程、分母が大きいため値上げ割合が抑え込
まれる傾向は否めず、荷主との間に物流子会社等が存在して交渉が多岐に渡ることで期間の長期化する
傾向もある。発荷主事業者

〇バ－ス予約システムを6月に導入する予定ですので導入後に提供します。 発着荷主事業者
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令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的
地位の濫用事案の処理状況について
公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、「物流特殊指定」の遵守状況・

荷主と物流事業者との取引状況把握のため調査を継続的に実施。更に令和5年度は、優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして、
17件※に注意を実施。（※協同組合(3件)、道路貨物運送業(2件)、食料品製造業(2件)、プラスチック製品製造業(2件)、金属製品製造業(2件) など。）

①注意喚起文書を送付した荷主の業種別内訳

②注意喚起文書を送付した荷主の行為類型別内訳

③独占禁止法上の問題につながるおそれのある主な事例
1. 買いたたき
・ 荷主Ａは、物流事業者から労務費等の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、そのような運賃

引上げに応じない理由を回答することなく、運賃を据え置いた。（金属製品製造業）
・ 荷主Ｂは、物流事業者から労務費の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、物流事業者が自

助努力で解決すべき問題であるとして運賃の引上げ協議を拒否した。（プラスチック製品製造業）
2. 代金の減額
・ 荷主Ｃは、物流事業者に対し、「協力値引き」と称して、契約書で定めていた運賃を一方的に５％差し引いて支払った。

（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）
・ 荷主Ｄは、物流事業者に対し、運賃の支払方法を手形払から現金振込に変更したが、その際に運賃を一律に５％差し引

いて支払った。（物品賃貸業）
3. 代金の支払遅延
・ 荷主Ｅは、物流事業者に対し、契約書で定めた運賃の支払日が金融機関の休日であった場合に、あらかじめ合意すること

なく、休日の翌営業日に運賃を支払っていた。（金属製品製造業）
・ 荷主Ｆは、物流事業者に対し、運送業務のほかに新たに附帯作業を追加し、委託したが、荷主Ｆの経理部門がそのことを

把握していなかったため、当該附帯作業に係る料金の支払が遅れた。（その他の小売業）
4. 不当な給付内容の変更及びやり直し
・ 荷主Ｇは、物流事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に運送委託をキャンセルしたが、そのような突然のキャ

ンセルに伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかった。（総合工事業）
・ 荷主Ｈは、物流事業者に対し、運送内容を突然変更したが、その変更に伴い物流事業者が負担した費用を支払わなかっ

た。（木材・木製品製造業）
5. 不当な経済上の利益の提供要請
・ 荷主Ｉが物流事業者に対し、自身の事業所の構内での事故防止のためとして、荷役作業や車両移動時の立会者の派遣

を求めたことから、物流事業者はこれに応じたが、荷主Ｉはその費用を支払わなかった。（繊維工業）
・ 荷主Ｊは、物流事業者に対し、物流業務に附帯して輸入通関業務を委託するに際して、関税・消費税の納付を立て替えさ

せ、物流事業者が荷主による直接納付を求めても応じなかった。（はん用機械器具製造業）
6. 割引困難な手形の交付
・ 荷主Ｋは、物流事業者に対し、運賃として手形期間150日の約束手形を交付した。（物品賃貸業）

7. 物の購入強制・役務の利用強制
・ 荷主Ｌは、物流事業者に対し、自身が取り扱う自動車共済保険及び定期貯金を契約するよう求めた。（協同組合）
・ 荷主Ｍは、物流事業者に対し、自身の子会社が取り扱う保険の契約及びワインの購入を強要した。（道路貨物運送業）6



令和5年度海運モーダルシフト大賞を選定
海上輸送へのモーダルシフトにおける革新的な取組に対して授与

CO２削減の取り組みに加え、物流業界における2024年問題への対応など、海上輸送へのモーダルシフトが果たす社
会的役割は年々大きくなっています。
海上輸送へモーダルシフトし、環境負荷の低減に特に貢献したと認められる優良事業の荷主及び物流事業者をエコ
シップ・モーダルシフト事業実行委員会が選定し、海上輸送モーダルシフトを促進しています。
令和５年度は、優良事業２２件４６社に対し海事局長表彰を実施し、そのうち特に革新的な取組等を行った１件３
社に対し、海運モーダルシフト大賞を授与します。

＜大賞の取組ポイント＞
● ダイキン工業株式会社（荷主）、下関三井化

学株式会社（荷主）及び活材ケミカル株式会
社（物流事業者）が連携し、これまで廃棄して
いたフッ素系産業廃棄物をリサイクル化、再利
用する「海運による静脈物流」を実現

● 再資源化した再生蛍石を海上輸送するための
専用大型コンテナを開発し、大ロット化による輸
送頻度の削減や作業性の向上による効率化等
の「コンテナ物流」の体制を構築

● 海上輸送と想定される陸上輸送との比較で、
CO2排出量69.2％を削減するとともに、輸送
距離の大部分を海上輸送とすることにより、ト
ラック運転手の労働時間を削減

エコシップ・モーダルシフト推進事業の概要

エコシップ・モーダルシフト優良事業
表彰関係詳細（国交省ＨＰ）
https://www.mlit.go.jp/report/press/k
aiji03_hh_000174.html 7



中・長距離フェリー、RORO船のトラック輸送に係る積載率動向について

国土交通省海事局ではこの度、中・長距離フェリー、RORO 船のトラック輸送に係る積載率の動向（令和６年１～
３月実績）を調査したので、その結果を公表します。積載率にまだ余裕のある航路もありますので、荷主・物流事業
者におかれましては、今後のモーダルシフト推進に向けた検討にご活用ください。

中・長距離フェリーのトラック輸送に係る積載率動向について
（令和６年１～３月）

RORO船のトラック輸送に係る積載率動向について
（令和６年１～３月）

中・長距離フェリー、RORO 船のトラッ
ク輸送に係る積載率動向について
（国交省ＨＰ）
https://www.mlit.go.jp/report/press/c
ontent/001744668.pdf 8



「再配達率削減緊急対策事業」（補助事業）の募集を開始します
。

宅配便の再配達率が高止まり（12％程度）し、物流事業者の負担が増えており、その改善が必要です。
今般、物流負荷の低い選択を消費者に促す仕組みの社会実装を目指し、消費者が荷物の受取方法（コンビニ・営
業所受取、置き配など）や日時を自ら「選択」できる仕組みを構築し、物流負荷軽減に協力的な消費者にインセン
ティブを付与する実証事業（「再配達率削減緊急対策事業」（補助事業））の募集を開始します。

１．事業概要
（１）補助対象事業者

EC事業者、物流事業者
（２）補助対象経費（補助率）

[1]再配達率削減システム改修事業：最大1/2(最大1.5億円まで)
[2]再配達率削減ポイント付与実証事業：最大1/2(１配送あたり最

大5円まで)
[3]物流負荷軽減アプリ実証事業：最大1/2（最大0.4億円まで）

２．公募の詳細
公募の詳細・申請様式等については、再配達率削減緊急対策事業特設

Webサイト（下記URL）に掲載の公募要領等をご確認ください。
なお、オンラインで公募説明会を開催します。詳細は、特設Webサイトで

ご案内します。
３．スケジュール

公募期間：令和6年5月31日(金)～6月28日(金)16時まで(必着)
補助対象事業者の認定（交付決定）：７月中旬
事業期間：交付決定日※～令和７年１月１４日（火）
※再配達率削減ポイント付与実証事業にあっては令和６年１０月または
[1]再配達率削減システム改修事業における改修終了日のいずれか遅い
方とし、期間は最大２ヶ月です。

4．問い合わせ先
再配達率削減緊急対策事業費補助金事務局
一般社団法人 国際物流総合研究所（執行団体）

TEL：050ｰ6865ｰ5341 E-mail：info@2024saihai50.jp
↑特設Webサイト

https://2024saihai50.jp/
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低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援！
令和６年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)の公募を開始

国土交通省は、トラック輸送におけるCO2排出削減を図るため、投資余力の少ない中小トラック運送業者を対象に、
低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援する補助事業（環境省連携事業）の公募を開始いたします。

↓専用サイト
https://www.levo.or.jp/subsidy/diesel/ １．事業内容

中小トラック運送業者におけるトラックの更新需要をトップクラスの燃費
レベルに誘導するため、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業につい
て、車両導入経費の一部を補助します。

２．申請受付期間
令和６年６月10日（月）～令和7年１月31日（金）

※申請に係る審査は、申込順に行います。
※予算額の残額が２割程度に達した場合には、当該日付以降は申込順

による審査を行うことはせず、当該日付から令和７年１月31日までに申
込みのあったすべての交付申請を対象に審査を行います。また、予算残
額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者を優先して
抽選するなど配慮したうえ補助事業者を決定します。

※申請受付状況は、一般財団法人環境優良車普及機構のホームページ
で公表いたします。

３．その他
詳細については、専用サイト（一般財団法人環境優良車普及機構

のホームページ）をご参照ください。
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↑専用サイト
https://www.pacific-hojo.jp/2024r06/index.html

令和６年度「トラック輸送省エネ化推進事業」の公募を開始します
輸送効率化を通じた更なる省エネ化に必要なシステムや車両に対する導入補助を開始します！
トラック事業者と荷主とが連携して物流全体の効率化に取組むことにより、トラック輸送における更なる省エネ化を推進するため、車両動
態管理システム、予約受付システム等の輸送効率化システムやダブル連結トラック、スワップボディコンテナ車両の導入に対して支援を行
います（資源エネルギー庁連携事業）。 申請は６月24日（月）から受け付けます。

１．事業内容
トラック事業者と荷主等との連携のもと、輸送の効率化を通したエネル

ギー消費量の削減効果を実証するにあたり、必要となる車両動態管理シ
ステム、予約受付システム等の輸送効率化システムやダブル連結トラック、
スワップボディコンテナ車両の導入に要する経費の一部を補助します。
※補助事業の執行団体：パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックリプロサービス株式会社
２．申請受付期間

１次公募：令和６年６月24日（月）10：00～７月５日（金）16：00
２次公募：令和６年７月19日（金）10：00～７月31日（水）16：00
※補助事業ホームページから申請書類をダウンロードし、申請期間中にアップロードすること。

３．その他
詳細は、陸上輸送省エネ推進事業事務局（パシフィックコンサルタンツ株
式会社及びパシフィックリプロサービスの共同事業）のホームページをご覧く
ださい。

車輛動態管理システム スワップボディコンテナ ダブル連結トラック
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農林水産省は、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づき、食品等の取引の適正化を図るため、食品等の取
引の状況その他食品等の流通に関する調査（食品等流通調査）を実施し、報告書をとりまとめましたので、公表します。また、関係団
体に対し、調査結果に基づく協力要請通知を発出しましたので、お知らせします。

1.背景

2.調査結果

令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことを受け、社会経済活動の正常化が進みつつあ
る一方で、原材料価格高騰等により依然として厳しい状況に置かれている食品関連事業者も存在しています。

また、トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用され、物流効率化に取り組まなかった場合、輸送力
不足が起きるという、いわゆる「物流の2024年問題」に直面しています。

以上を踏まえ、令和5年度においては、
（1）食品等の流通における労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁状況や課題を把握
（2）各事業者の「物流の2024年問題」への取組状況や課題について把握
を目的として食品等流通調査を実施しました。

令和5年度食品等流通調査報告書の公表について

＜実施方法＞
（1）アンケート調査

卸売市場関係者、食品製造事業者、食品卸事業者を対象として、納入先（小売事業者等）との取引
における課題についてアンケート調査を実施。また、小売事業者を対象として、物流に関するアンケート調査
を実施した。また、小売事業者を対象として、物流に関するアンケート調査を実施（853者）。

（2）ヒアリング調査
上記の者及び農業者団体、農業法人を対象として、価格転嫁、物流、商慣習、電子取引等の状況や課

題についてヒアリング調査を実施（203者）。

3.調査結果に基づく協力要請
調査結果に基づき、関係団体（生産・製造から流通・小売まで合計251団体）に対し、協力要請通知を発
出しました。

令和5年度食品等流通調査報告書の公表について(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/240531.html
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「モビリティDX戦略」を策定しました
経済産業省と国土交通省は、ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）を始めとする自動車分野のDXにおける国際
競争を勝ち抜くべく、昨年より官民で検討を進め、今般、「モビリティDX戦略」を策定しました

「モビリティDX戦略」に関するロードマップ

「モビリティDX戦略」 (経産省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240524005/20240524005.html

１.趣旨
自動車を取り巻くデジタル技術の進展に伴い、自動車産業

のバリューチェーンや産業構造に大きな変化がもたらされ、自
動車を巡る競争は、グローバルなゲームチェンジが起こりつつあ
ります。こうした中、自動車のDXは、電動化と並ぶ競争軸と
なり、今後SDV（※）の実装も進展していきます。
※ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）とは、クラウドと
の通信により、自動車の機能を継続的にアップデートすること
で、運転機能の高度化など従来車にない新たな価値が実現
可能な次世代の自動車のことです。
こうしたSDVを始めとする自動車分野のDXを巡る国際競争
を勝ち抜く観点から、「モビリティDX検討会」において官民での
検討を進め、今般、2030～2035年に向けた我が国の勝ち
筋として、「モビリティDX戦略」を策定しました。

２. 「モビリティDX戦略」のポイント
特に激しい競争が生じており、官民連携による取組を進めるべ

き協調領域として、「SDV領域」「モビリティサービス（自動運転
等）領域」「データ利活用領域」の3領域を特定
各領域での勝ち筋、「オールジャパン」としての打ち手の具体化
主な取組
・SDV領域：高性能半導体等の研究開発、開発効率化のた
めのシミュレーション環境の構築など協調領域の拡大 等
・モビリティサービス（自動運転等）領域：自動運転トラックの
実証支援、ロボットタクシーの開発支援 等
・データ利活用領域：ウラノスエコシステムの運用、自動車全体
の排出量把握や物流効率化等へのユースケース拡張 等
「モビリティDXプラットフォーム」の立ち上げ
自動車産業のほか、スタートアップ、異業種、大学、研究機関、
個人などの様々なプレイヤーが参画し、取組の機運醸成を図り
つつ、新たな企業間連携の促進、ソフトウェア人材確保のための
コンペティション、新規取組の検討を進める「コミュニティ」
官民で目指すべき中長期目標の設定と、その実現に向けたロー
ドマップの策定
SDVのグローバル販売台数における「日系シェア3割」の実現
（2030年及び2035年）
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経済産業省は、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で「デジタルトランスフォーメーション銘柄
（DX銘柄）」を選定し、本日、「DX銘柄2024」選定企業25社（うち、DXグランプリ企業3社）、「DX注目企業」21
社、さらに、「DXプラチナ企業2024-2026」2社を発表しました。

「DX銘柄2024」「DX注目企業2024」
「DXプラチナ企業2024-2026」を選定しました！

【物流関係企業の取組み紹介】

ＳＧホールディングス㈱

ヤマトホールディングス㈱ 三菱倉庫㈱

「DX銘柄2024」「DX注目企業2024」「DXプラチナ企業2024-2026」(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240527001/20240527001.html
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デジタル推進人材育成プログラム「マナビDX Quest」
の受講生の募集を開始します！

経済産業省は、学生・社会人等を対象に、デジタル推進人材育成プログラム「マナビDX 
Quest」の令和6年度受講生の募集を開始します。

1．プログラム概要
経済産業省では、地域企業・産業のDXの実現に向け、ビジネスの現場における課題解決の実践を通じた能力を磨くため、デジタル推進人材

育成プログラム「マナビDX Quest」を実施します。
マナビDX Questは、（1）企業データに基づく実践的なケーススタディ教育プログラム（以下、ケーススタディ教育プログラム）及び（2）地域

の中小企業との協働による、デジタル技術を活用した協働プログラム（以下、地域企業協働プログラム）からなります。受講料は無料です。
6月10日（月曜日）から、（1）ケーススタディ教育プログラムの受講生の募集を開始します。

（1）ケーススタディ教育プログラム（8月開始予定） ※今回募集対象
・講師による座学ではなく、参加者が情報交換して学び合い・教え合いながら、与えられた課題を解決していく、PBL（Project-based 
Learning：プロジェクト型学習）を中心に据えたプログラムです。

・約2ヶ月から3ヶ月間（プログラムにより異なる）のPBLで、AIによる需要予測やデータ分析による収益改善等の実際の企業課題をテーマにし
た複数のケーススタディ教材から選択し、ビジネス課題からデジタル課題まで、DXを推進し組織を変革する一連のプロセスを一気通貫で学習
することができます。

・全てのプログラムがオンラインで提供されます。また、各課題には個人で取り組んでいただきますので、ご自身の都合の良い時間で受講いただけ
ます。

（2）地域企業協働プログラム（秋以降開始予定）
※原則（1）のケーススタディ教育プログラム修了者のうち希望者が対象

・講師による座学ではなく、参加者が情報交換して学び合い・教え
合いながら、与えられた課題を解決していく、PBL（Project-
based Learning：プロジェクト型学習）を中心に据えたプログ
ラムです。

・約2ヶ月から3ヶ月間（プログラムにより異なる）のPBLで、AIに
よる需要予測やデータ分析による収益改善等の実際の企業課
題をテーマにした複数のケーススタディ教材から選択し、ビジネス
課題からデジタル課題まで、DXを推進し組織を変革する一連の
プロセスを一気通貫で学習することができます。

・全てのプログラムがオンラインで提供されます。また、各課題には
個人で取り組んでいただきますので、ご自身の都合の良い時間で
受講いただけます。

デジタル推進人材育成プログ
ラム「マナビDX Quest」受講
生募集(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/press
/2024/06/20240610002/202
40610002.html
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上記の通り、コロナ資金繰り支援の転換点を迎えていることを踏まえ、
関係省庁とともに、官民金融機関等に対して事業者支援の徹底等
を要請しました。

上記の要請文内「5．事業再生情報ネットワークを活用した支援
（公租公課の確実な納付と事業再生の両立）」に記載の「事業再
生情報ネットワーク」について、中小企業活性化協議会での運用を令
和6年6月17日から開始します。

今後の中小企業向け資金繰り支援について
公表します

本年3月8日に公表した「再生支援の総合的対策」において既に方
向性を示したとおり、7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮し
つつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改
善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とします。

経済産業省は、令和6年6月7日、今後の中小企業向け資金繰り支援について公表するとともに、関係省
庁とともに、官民金融機関等に対しコロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等を要請
しました。

今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します(経産省・中企庁HP)
https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240607002/20240607002.html
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① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



今回参加いただいた皆さんの構成

令和6年6月21日（金）時点の事前登録者（218名）の構成

〇事業者種別
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〇これまで本説明会に参加したことがあるかどうか



トラック運送事業者の皆さんから
●荷主、業界全体の意識改革
・荷主、その中でも特に「現場」の理解が必須と思います。荷主、消費者の協力。 ・経営者の安全意識向上。

●運賃・料金、賃金関係
・運賃交渉、荷主からの適正な運賃・料金の授受。
・荷主との運賃等の粘り強い交渉の継続。
・若者の人材確保、物価高騰に対してのドライバーへの給料の反映。人材確保に必要な行政の補助。

●商慣行の見直し関係
・多重下請け構造の是正
・弊社が主に取り扱っている荷物に関しては手積、手卸時の荷役時間や待機時間、リードタイム等が解消されない限り、2024年問題は
運送事業者に負荷をかけるだけの政策となっている。ドライバーが長時間労働となっている要因について、荷物毎の業者の意見を広く徴
収するべき

・リードタイムの延長
・自社の輸送方法の再検討

●物流効率化に向けた具体的対応
・ドライバーの待遇向上が先決であるが、自動運転、遠隔運転等IT技術を使用してフォローすることも大事だと考えます。
・荷待時間、待機時間の削減 予約システムの導入
・時間管理の徹底、待機時間、自主荷役の削減。発着荷主の現場環境の改善と特殊荷役の改善。

●マスコミ等を通じた周知
・直近における、マスコミを通じた周知（TV、新聞）は効果が出てきていると感じます。特に、独禁法物流特殊指定に基づく公取の立入
検査に関する記事は顕著でした。やはり、固有名詞が出ないと各企業は雲隠れで対応出来ると考えています。

事前にいただいた問題意識等①

19

Q.トラック物流の2024年問題に対する問題意
識、解決に必要な対策として思われるものは。



事前にいただいた問題意識等② Q.トラック物流の2024年問題に対する問題意
識、解決に必要な対策として思われるものは。
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元請トラック運送事業者の皆さんから
●荷主、業界全体の意識改革
・物流事業者のみでの改善は限界あり、真荷主、特に着荷主の理解、協力がなければ根本的な改善が出来ない。
・運転手・管理者全員がどうにかなるだろと他人任せにしないこと。荷主・納品先様の理解（納期、標準運賃等）。

●運賃・料金、賃金関係
・適正な運賃・料金の収受と実質賃金の上昇。顧客との料金改定等交渉
・本当に悪質なのは運送業界内の取引運賃が適正ではないことです。
・高速道路活用、高速道路料金の補助や値下げ・運賃制度改定。標準的な運賃の収受（適正運賃）
・運送業界内の取引運賃の是正。
・外圧をかけて運賃交渉を行う、という外向きのビジネスモデルがヨシとされる現状に疑問を抱きます。
・適正運賃を払いたくても、経営状況により払えない荷主も多いのではないかと思います。
・荷主より適正にちかい金額で支払いいただいた運賃が運送会社を通すことで適正運賃からかけ離れてしまう実態を変えなければ業界が
よくなるとは到底思えません。

・関東線など長距離輸送の実際の運賃は標準運賃の半値以下で程遠く、コストに見合った適正な運賃が収受できないため法令順守で
走っている中小企業は弊社も含め今後撤退や減少していくと思われます。

・原価計算し、根拠ある資料を基に値上げ交渉しても運賃相場が上がらないと荷主まで思いは伝わらない。
・次世代のドライバー確保には賃金だけではなく福利厚生面も更に改善していかないといけない。行政やマスコミから2024年問題を継続
して発信していただくことで、荷主へのを理解を更に深めていただきたい。

・貨物運送利用手数料を荷主・元請事業者に確実に負担していただく義務化対策が必須。

●現状の吐露
・待機時間の解消、長距離輸送の問題。荷主への要請がまだ難しい
・特に広島発の荷物は少ないので条件に納得いかなくても呑まざるを得ない。
・このままだとドライバー不足により、本当に必要なものが届かなくなるという危機感を持っています。労務環境だけでなく賃金も大きく改善
すべきだと思います。税金が上がることは苦しいですが、税金を投入してでも必要なことだと思います。



事前にいただいた問題意識等③ Q.トラック物流の2024年問題に対する問題意
識、解決に必要な対策として思われるものは。
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元請トラック運送事業者の皆さんから（続き）
●具体的対策の提案
・時間と労力がかかりますが、更なる実態調査が必要です。
・得意先・荷主へ国土交通省からの勧告
・荷待ち時間削減、パレット配送
・トラック事業者およびトラックドライバーの持続的確保
・中・長期にわたる計画的な対策
・協業（共同配送、共同運行など）、物流DXの促進。バース管理
・私は業界内の適正運賃収受化と荷主など外に向けてお願いする運賃交渉は同時で進めるべきだと思います。
・再配達の有料化、もしくは受け取りを依頼しない配送をしない（気づかないうちに受け取れなかったを防ぐ）仕組みづくり。
・罰則を含む法整備
・①運賃の改定 ②物流の効率化 ③荷主は運賃を改定すればそれで解決したと考える。
・重要なのはその後に物流の効率化を実現すること、特に発荷主がお客様である着荷主を納得させながらどのようにスピードアップして実
現するかが2024年問題の真の解決である。

・多くの倉庫が末締め２期制をとることで月初、１６日着で配車の取り合いが起きています。実際に預かった日数で保管料をとるようルー
ルを変えれば不要な待機なども減るのではないでしょうか…。請求の事務方は作業が煩雑になることは予想できますが…。

・荷主と運送事業関係者双方の正しい理解と難課題についても諦めず粘り強く改善へ向けて誠実に取り組んでいくことが大事だと思う。
・何より安全で安定的（持続可能）な陸運事業を継続していくことが目的なので、これを逆手に悪用したり、取り組みを放棄したりすると
ころへは指導が必要と思います。



事前にいただいた問題意識等④ Q.トラック物流の2024年問題に対する問題意
識、解決に必要な対策として思われるものは。
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発荷主事業者の皆さんから

●荷主、業界全体の意識改革
・それぞれの立場の人間がこの問題を理解すること。
・荷主、荷受のお互いの理解。まだよく理解していません。今回参加させていただき理解したいと思います。
・着荷主の理解度が疑問。着荷主側の取り組み強化。
・荷主の意識改革、運送事業会社の経営の透明性（法令遵守）、運賃価格の認可制（最低運賃の設定等）。
・トラック運送事業者との出荷前の事前協議。

●課題の指摘
・モーダルシフト先のキャパ不足を感じている。
・昨年来バース予約システム導入に尽力しています。入構時間後倒しになった車両が近隣路上待機しないよう実運送会社はしっかり労
働時間を巻き取ってほしい。具体的にバース予約による浮き時間を巻き取ることができた事例があれば知りたいです。

・運賃高騰、日数増加、時間に融通が利かなくなる等を問題として状況を見ている。
・社内外へ情報を展開し、融通の利かなさ等への理解を求めている。モーダルシフト等情報は収集している。

●具体的な対策の提案
・トラック事業者の協業(中継輸送等)、そのための雇用環境の改善。
・トラックの改良改善、低燃費ハイブリッド車の増車、リレー輸送、共同配送。
・時間管理の為のバース管理予約システム。日にち・時間指定の解除・緩和、積載効率化。
・荷主としてトラック運送事業者に対する荷待ち時間、インターバル、残業時間の管理の強化。
・待ち時間及び積込時間の短縮、トラックによる輸送距離の短縮。
・パレット配送、ドライバー交代、物流費の商品価格転嫁。



事前にいただいた問題意識等⑥ Q.トラック物流の2024年問題に対する問題意
識、解決に必要な対策として思われるものは。
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着荷主事業者の皆さんから
●荷主、業界全体の意識改革
・物流に関わる方々の意識改革。物流費は、コストという認識改善。
・発荷主の意識は改善しているとは思いますが、発荷主が受荷主(着荷主)の対応まで思いが至らないこと（通常、受荷主(着荷主)は
顧客になるため、影響が及ばず、その結果、配送形態に改善が進められないこと）。

・2024年問題に対する正しい知識(社内でも十分理解されていないように思う)。
・事業者種別ごとの正しい認識と理解、更には互いを思う気持ちを持つこと。

●課題の指摘
・施工現場での荷待ち時間削減を発荷主と着荷主間でどう連携していくか。
・予約時間に対する早着トラックの待ち時間削減をどう改善するか。

●具体的な対策の提案
・荷主としてトラック運送事業者に対する荷待ち時間、インターバル、残業時間の管理の強化。

その他の皆さんから
●物流DXプラットフォーム開発事業者
・人材確保しやすい環境整備、または人員を要さないような技術活用(自動運転や配送効率化) 。
・2024年問題が 物流業界の実態を良くする為の「問題意識」だと言えるのか？業界の問題と、従事する「人」の問題とは別モノであり、
「人」のことを考えないと業界自体が衰退するだけではないのか？

・具合的事象に落とし込んでの「なすべきこと」の明確化。物が運ばれることが当たり前ではないという社会的認識の拡大、その上で物流
業界が会社の壁を超えて、新しい事に取り組む事(デジタル)。

●システムベンダー
・荷主、物流事業者などステークホルダー全体の問題解決への意識

●食と飲食のコンサルタント
・消費者も含め国全体で問題の理解と対処をしていかないと個別の対応では難しいと思います。



事前にいただいた問題意識等⑦ Q.トラック物流の2024年問題に対する問題意
識、解決に必要な対策として思われるものは。
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その他の皆さんから（続き）
●行政書士
①多重請負構造の解消
・賃金交渉をしたくても、３次・４次委託業者は運賃交渉の現実的に余地が無いことを理解しています。このため多重請負構造は適正
運賃確保のために早期に解決しなければならない問題と考えています。（一般貨物・軽貨物共通）

・そこで利用運送業者以外の「紹介業者の排除」を提案します。利用運送は自らの名で「荷の最終責任を負う」ために登録制になってい
るのではないでしょうか？一方で「荷に何の責任を負わない紹介業者」に対しては運輸行政の規制の網が及ばないと認識しています。契
約自由の原則はわきまえているつもりですが、運輸行政が監督権を正しく及ぶようにするためにも「紹介業者の排除」を求めます。特定荷
主による実運送事業者名簿の作成には、利用運送登録の有無も加えてもらい、実態を正しく把握してもらえたらと思います。

・特に個人事業主の多い軽貨物では軽貨物事業者の立場は極めて弱いため、SNSでは公正取引に反する実態もよく見られます（覚え
のないペナルティの発生とそれに起因する不払いや罰金の求めなど）。軽貨物については法改正により安全教育は進むと思いますが、併
せて公正取引の周知もお願いしたいと存じます。

②道路交通法上の駐車の規制緩和
・荷待ちについても荷主の理解は進んでいるようですが一方で、構外（敷地外）に待たせておけば自分たちに責任はないと考える事例も
あるようです。

・加えて、積荷荷卸し行為が道路交通法上の「駐車」にあたり、その責任を「運転者」が一身に負う形になっています。業務上行為である
こと、なぜ事業者に監督責任が及ばないのか？ という点で、事業ナンバー車両については特例として駐禁の適用は時間的猶予を頂け
ればと思います。軽貨物事業者においては、１日の売上以上がその罰金で消えていくことになります。道路の拡幅が現実的でない以上、
運用面で支援を頂ければと思います。

③ホワイト物流推進運動の今後
持続可能な物流検討会では荷主に対するインセンティブが話題に上がっていたが、規制とは別にインセンティブは必要だと思います。

④何かをしなければならないという意識があってもわかりにくいと具体的な行動がとれないと思います。分かりやすく、取り組みやすいものでな
いといけないと思います。

⑤運送事業者がいくら真剣に2024年問題に取り組んでも、荷主がどうこの問題について考えているかで結果が決まってしまうと考えます。



① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



トラックドライバーは労働時間が長く、賃金が安く、人手不足で高年齢化が進行している。
①労働時間 全職業平均より約２割（４００ｈ～４５０ｈ）長い。 ②年間賃金

④年齢構成

（時間）

全産業平均より若年層と高齢層の割合が低い。
中年層の割合が高い。

③人手不足 全職業平均より約2倍高い。

全産業 道路貨物運送業

（倍）

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成

有効求人倍率の推移

全産業平均より５％～１５％（２０万～６０万円）低い。

（万円）

トラック運送事業の働き方をめぐる現状
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トラックドライバーの健康起因事故件数は高止まりの状況

体調不良よる大型トラックの事故事例（H30.2.15）
(事故概要)愛知県の国道で、大型トラックが信号待ちの車列の最後尾
に追突し、６台の車両が関係する多重衝突事故が発生。軽乗用車の
運転者が死亡、普通トラックの運転者が重傷、その他３名が軽傷。
(事故原因)
大型トラックの運転者は事故前日から体調不良があり、運行途中でさらに体調の悪化を感じたが、運転を継続していた。
そのため、信号待ちの車列に気が付くのが遅れ衝突したと考えられる。また、運転者の出庫が３時頃と早いことを理由に、
事業者は２ヵ月前から始業点呼をしておらず、運行管理者は体調不良に気づくことがなかった。

トラックにおける健康状態に起因する事故報告件数の推移
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続でき
なくなった事案(自動車事故報告規則に基づき報告の
あった件数)は、高止まりの状況で、令和４年はそのうち
３割が交通事故に至っている。
疾病としては「心臓疾患」「脳疾患」「大動脈瘤及び解
離」が多く、合計割合が死亡した運転者の約８割を占
める。
トラックについては必要な各種スクリーニング検査を受信
させていない理由として、「人員配置上、受診させる余
裕がない」、「検査費用が高額」などが挙げられている。

27

トラックドライバーの体調不良が引き起こす重大な交通事故
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道路貨物運送業 年齢階級別就業者数の推移（一部予測値）

資料：総務省「労働力調査」より中国運輸局自動車交通部貨物課が作成。
※道路貨物運送業従業者数（総数）に年齢階級別構成比を乗じて計算2023以降については過去の数字を元に回帰直線により推計 端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
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働き方改革関連法(2018(平成30)年6月29日成立)で必要性明記（法案提出理由）

時間外労働の上限規制設定の経緯

労働政策審議会にて必要性確認
・人口減少社会において、誰でも働ける環境を整える必要がある。
・しかし日本の現状は長時間労働者が多く、健康の確保や仕事と家庭生活の両立が困難。
・「過労死ゼロ」、女性や高齢者が働きやすい社会の実現のため、長時間労働是正が必要。

労働政策審議会労働条件分科会での議論
・運輸・郵便業は他産業に比べ週労働時間60時間以上の雇用者の割合が特に高い。
・収入を確保しするために長時間労働によって収入を確保しようとする労働者がいるのも現状。
・しかし労働者が入ってきやすい業界の環境を労使双方でつくり上げる必要がある。
・鍵を握るのは商慣行の改善。課題の解決に向けて、業界・企業の枠を超えた協力が不可欠。
・荷主企業の協力といった全体の対策も含めた取組が改善基準告示の遵守につながる。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため
時間外労働の限度時間の設定（略）等措置を講じる必要がある。 29

走って稼ぐドライバーがいるのも分かるが、「誰でも働ける環境」を作るため上限規制が必要



月100時間
年720時間

一般的な職業における臨
時的な特別な事情があり、
労使合意がある場合

時間外労働時間規制が施行、一方で物流への影響が懸念されている。（2024問題）

〇時間外労働規制（労働基準法による規制）

〇拘束時間規制（改善基準告示による規制）

【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大16時間以内
※15時間超は1週間２回以内

【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 長距離運行は週2回まで16時間

※14時間超は1週間2回以内
【1ヶ月あたり】

原則、293時間以内。
ただし、労使協定により、年3,516時間
を超えない範囲内で、320時間まで延長
可。

【1ヶ月あたり】
原則、年3,300時間、284時間以内。
ただし、労使協定により、年3,400時間を
超えない範囲内で、310時間まで延長可。

トラックドライバーの
法律による時間外労働時間上限（特別条項）

物流の一部停滞など影響懸念
⇒いわゆる「2024年問題」

年960時間まで

具体的な対応を行わなかった場合、
以下のとおり輸送能力が不足する可能性がある。
2024年度…輸送能力が約14%（4億トン相当）不足
2030年度…輸送能力が約34%（9億トン相当）不足

30

2024年4月から施行された規制と2024年問題



改正物流法の概要（R6.5.15公布）

○①荷主（発荷主、着荷主）、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、 物流効率化の
ために  取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。

○上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

3
1

○運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等に
ついて記載した書面による交付等を義務付け。

○元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
○下請事業者への発注適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関す

る管理規程の作成、管理者の選任を義務付け。

貨物自動車運送事業法（トラック事業者の取引に対する規制）

すべての事業者

一定規模の以上の事業者

流通業務総合効率化法（荷主・物流事業者に対する規制）

貨物自動車運送事業法（軽トラック事業者に対する規制）
〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を
義務付け。

〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

○上記①②のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長
期計画の 実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。

○特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者の選任を義務付け。



令和6年4月5日（衆議院国土交通委員会「物流法・トラック法改正」参考人質疑にて）

国の関与に係る有識者の意見
「合成の誤謬」を克服し、持続可能な物流を実現するには、政治の力(政府の規制措置)が必要

運賃を極力安くしようというのは、ある意味、荷主にとっては経
済合理的な行動ではあります。ただ、多くの荷主が適正な運賃
を支払わないということに寄れば、ドライバーの労働時間を短く
することは難しく、その結果、なり手が減り、物流の停滞が引き
起こされます。
こうしたミクロにおいて、経済合理的な行動が社会全体、マクロ
において不合理な事態をもたらすことは度々起こり得るわけです
けれども、経済学ではこうした事象を合成の誤謬と呼びます。
合成の誤謬を克服していくためには、私は政治の力が必要だと
いうふうに考えています。持続可能な物流という意味でのマクロ
な合理性を担保するために政府による規制的な措置が必要だ
と考えておりまして、今回の法案の意義はまさにそこにあるという
ふうに思っております。

立教大学
首藤若菜教授
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国会での質疑より

33

Ｑ．物流効率化に向け、誰に何を義務づけるのか。実効性の
担保は。（4/3衆国交委 自民 泉田議員）

Ａ．荷主、トラック事業者等: 運送契約時の書面交付
元請事業者： 実運送体制管理簿の作成。
トラック事者等： 下請に出す行為の適正化
更に、契約内容を把握した上でトラックＧメンが是正指導
を行うほか、一定規模以上の荷主事業者には物流効率
化中長期計画の策定・実施状況の報告を義務付け、取
組が不十分な場合は勧告・命令を行い、実効性の確保
を図る。(国交省政府参考人)



実運送体制管理簿作成フロー

荷 主

元 請

１次請
※利用運送事業者を含む

実運送

書面交付
（メール・FAX・データ連携も可）

元請情報等の通知
〔元請の連絡先、下請次数、荷主の名称等〕 実運送事業者情報

の通知

実運送体制
管理簿

………………
………………

実運送体制管理簿の作成
（様式自由（既存の配車表等への追記でも可））

事業者が、運送責任を負わない、いわゆる「水屋」や「マッチングサイト」等を使って
下請に出す行為を行う場合も、当該事業者は、適正化に係る努力義務を負う
⇒ 監査やトラックGメンによるチェック

恒常的に下請行為を行う事業者に対しては、
管理規程の作成、責任者の選任を義務付け

書面交付
（メール・FAX・データ連携も可）

書面交付
（メール・FAX・データ連携も可）

元請情報等の通知
〔元請の連絡先、下請次数、荷主の名称等〕

実運送事業者の名称、下請次数、
貨物の内容、運送する区間等

〔運送する区間、貨物の内容、実運送事業者の名称、階層（下請次数)等〕
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国会での質疑より

35

Ｑ．受け取る側の荷主(着荷主)に、何を努力義務として求め
ていくのか。（4/3衆国交委 自民 泉田議員）

Ａ．着荷主にも、発荷主と同様の物流効率化に向けた努力
義務や義務を課す。荷待ち、荷役時間の削減について改
善が見られない場合などには、国として必要な指導・助言
を行う。また、事業者の取組状況について、個社名を含
めて調査、公表を実施するということも考えている。
(国交省政府参考人)



国会での質疑より

36

Ｑ．実運送体制管理簿の作成が多重下請構造の是正につ
ながるメカニズムは（4/3衆国交委 自民 泉田議員）

Ａ．実運送体制管理簿は、元請事業者に作成が義務付け
られる。（作成した実運送体制管理簿は、荷主が閲覧、謄写の
請求可能）。
更に新たな標準的運賃で下請手数料(利用運送手数料)
を設定。元請事業者は、実運送事業者が収受すべき運
賃に手数料の合計を上乗せした金額を荷主に求める。
一方、荷主は、運送コストを適正化すべく、過度な下請
構造の回避を運送事業者に求めることとなって、多重下
請構造の是正が図られる。(国交省政府参考人)



利用運送手数料

利用運送手数料について

37

・運賃の10％を運賃と別に収受
・実運送事業者の手配までに要した次数について収受
⇒下請け数が増えていくと10％、10％×２…と増えていく

標準的な運賃

利用運送手数料

標準的な運賃

利用運送手数料

利用運送手数料 利用運送手数料

利用運送手数料(20％)
＋運賃等

利用運送手数料10％
＋運賃等 運賃等

荷 主 元 請 １次請け ２次請け

荷 主
下請構成の例

運 送 会 社 Ａ 運 送 会 社 Ｂ 運 送 会 社 Ｃ

荷 主 物 流 子 会 社 運 送 会 社 Ａ 運 送 会 社 Ｂ

荷 主 利用運送事業者 運 送 会 社 Ｂ運 送 会 社 Ａ

荷 主 利用運送事業者 運 送 会 社 Ｂ運 送 会 社 Ａ

※以下はわかりやすいよう元請、１次下請が実運送を行わない前提で例を作成。



トラック運送業における運賃及び下請け手数料収受の流れ（事例）

荷主と元請Xが、荷物100t・運賃100万円の運送契約を締結した場合事例

運賃100万円荷主

20 80元請

2010 10 20 20１次請

2010２次請

実運送

実運送実運送実運送

実運送実運送

C1B1A1

C2B2

手数料
80万円×10％＝ ８万円

20万円×10％＝ ２万円
10万円×10％＝ １万円

運賃
20万円

10万円
20万円
20万円

100万円 11万円

元請

A1
B1
C1

合計

元請事業者は、実運送体制管理簿の作成により把握した下請次数を考慮した金額を考慮して、荷主に対し運賃精
算交渉。（※） （※）運賃の精算は、荷物の運送が完了した後に行うことも可能。

管理簿の作成を継続することで、下請次数を一定程度見通すことができるようになることから、荷主との運賃交渉段階
においても、実運送事業者が収受すべき運賃を考慮した金額を荷主に請求。

【参考】標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸省告示第575号）（抄）
（運賃、料金等の収受方法）
第三十一条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
２ 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、
又は追徴します。

３ （略）

10万円
20万円

B2
C2

38
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Ｑ．実運送体制管理簿作成等に係る規制的措置等の導入、
元請企業の事務作業が負担になるとの懸念がある。
(3/21衆本会議 維新 三木議員)

Ａ．管理簿作成に必要な実運送事業者の名称、下請次数、
運送の内容などの情報を実運送事業者から元請事業者
に通知するよう措置。また既存の配車表を活用可能とす
るなど、できる限り負担軽減に配慮したい。(斉藤国土交通大臣)



実運送体制管理簿のイメージ

・保有台数：50台 ・常時利用する下請事業者の保有台数：50台
・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、機械メーカー丙社）

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸

様式など決まっていないため、既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成。電磁的記録での作成も可。⇒

（※）：法律上、実運送体制管理簿として
記載が義務付けられる事項

40
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Ｑ．荷役等をする場合に、その対価を請求できる仕組みは。
(4/3衆国交委 公明党 日下議員)

Ａ．契約内容書面化義務づけによって、トラックドライバーが荷
役作業を行うか否か、また、行う場合の対価が幾らとな
るか明確化される。
また今般改正した標準的な運賃にも項目として荷役作業
を入れ、標準的な水準を提示した。
合わせてトラックＧメンによる荷主等への是正指導強化に
より荷役作業を行う場合に適正な対価を収受できるよう、
しっかりと取り組んでいく。(斉藤国土交通大臣)



【特殊車両割増】

【休日割増】 日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割
【深夜・早朝割増】 午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割

Ⅴ 待機時間料

Ⅵ積込料・取卸料、附帯業務料
【積込料・取卸料】

冷蔵車・冷凍車 小型車、中型車、大型車又はトレーラーの２割
海上コンテナ輸送車 トレーラーの４割
セメントバルク車 大型車又はトレーラーの２割
ダンプ車 大型車の２割
コンクリートミキサー車 大型車の２割
タンク車 (石油製品輸送車） 大型車又はトレーラーの３割
タンク車（化成品輸送車） 大型車又はトレーラーの４割
タンク車（高圧ガス輸送車） 大型車又はトレーラーの５割

【附帯業務料】  附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受

Ⅶ 利用運送手数料 運賃の10％を当該運賃とは別に収受

Ⅷ 有料道路利用料 有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところに
より収受

Ⅹ 燃料サーチャージ
1.算出方法

種 別
小型車

（2tクラス）
中型車

（4tクラス）
大型車

（10tクラス）
トレーラー

（20tクラス）
30分を超える場合において30分
までごとに発生する金額 1,680 1,760 1,890 2,220

Ⅳに定める積込料・取卸料の適
用時間と併せて２時間を超える場
合において30分までごとに発生す
る金額

2,010 2,110 2,270 2,670

種 別 小型車
(2tクラス)

中型車
(4tクラス)

大型車
(10tクラス)

トレーラー
(20tクラス)

30分までごとに発生
する金額

フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合

2,080 2,180 2,340 2,750

手摘みの場合 2,000 2,100 2,260 2,650
Ⅴに定める待機時間
料の適用時間と併せ
て２時間を超える場
合において30分まで
ごとに発生する金額

フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合

2,490 2,610 2,810 3,300

手摘みの場合 2,400 2,520 2,710 3,180

基準価格 120.00円

改定の刻み幅 5.00円

改定条件 改定の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、
翌月から改定。

廃止条件 軽油価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止

計算式 距離制運賃 走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価格上
昇額(円/L)

時間制運賃 平均走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価
格上昇額(円/L)

個建運賃 1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運
賃又は時間制運賃の計算式に準ずる

※標準的な運賃の設定に係る原価計算においては、燃料費を120.00円/Lとして
設定していることから、燃料サーチャージの基準価格も120.00円/L として設定してい
る。各運送事業者が燃料サーチャージを導入する際は、「トラック運送業における燃料
サーチャージ緊急ガイドライン」(平成24年5月16日最終改定)も参考にしつつ、当該
運送事業者が自社の運賃の設定に係る原価計算において基準とした燃料費を燃料
サーチャージの基準価格として設定することが望ましい。
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（単位：円）

（単位：円）

改正された標準的運賃(荷役等該当部分）令和6年3月22日告示



標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)
（１）荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービス内容の明確化

適正に収受できる環境を整備！！ 長時間の荷待ち

契約にない付帯業務

・約款上の業務区分の明確化

・契約 にない取卸し等を含め、積込料・取卸料を収受する旨を明記（第６１条）

改正

43

改正前

改正後
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（２）契約の書面化・電子化

・個々の案件の運送条件や契約に含まれる
業務内容を明確化（第６条、第７条）

運賃、料金、附帯業務等を記載した
書面（電磁的方法を含む）を交付
(運送申込書／引受書)することとする 改正

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)

44

附帯業務やその料金、燃料サーチャージ等については書面化・電子化さ れていない場合が多く、
適正な運賃・料金の収受が困難となっている状況
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Ｑ．専業水屋への対応は(4/3衆国交委 立憲民主党 石川議員)

Ａ．利用運送事業者に該当する場合
下請行為の適正化に関する努力義務等が課される対象
となるほか、トラックＧメンによる是正指導の対象となる。
取次事業者に該当する場合
には、取り次がれた契約の発注者側が同様の規制的措
置の対象となる。
運送体制の可視化や契約内容の明確化が行われること
とも相まって、荷主と元請事業者との運賃交渉等を通じて、
不合理な中抜きの排除にもつながる。
トラックＧメン等各施策を組み合わせて適正化を図る。
(国交省政府参考人)
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Ｑ．事業用の車両については、高速道路料金を常時3割引き
にすべきではないか。(3/21衆本会議 立憲民主党 神津議員)

Ａ．物流事業者などを対象に、時間帯や平日、休日にかかわ
らず、利用額に応じて最大40％割引する大口・多頻度
割引を導入中。更に令和7年3月末まで、最大割引率を
50％に引き上げる（令和5年度予算による措置）。(斉藤国土交通大臣)

Ｑ．積載率の目標値、具体的な数値として設定しているのか、
また、積載率向上に資する取組は。 (3/21衆本会議 立憲民主党 神津議員)

Ａ．2019年度におけるトラックの積載率は38％、この法案
の施行後3年間で44％とすることを目指す。(斉藤国土交通大臣)
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Ｑ．国内、国外からの運転手の確保に向けた環境整備はどう
するのか。
(4/3衆国交委 公明党 日下議員)

Ａ．国外からの運転者の確保については、安全の確保など、
制度の運用開始に向けて必要な準備を進めていく。
（国交省政府参考人）

警察も国交省が行う日本への入国前等に行う、外免切
替えの申請のために必要な関係書類の確認、日本の交
通ルールやマナーに関する研修などに協力する。
(警察庁政府参考人)



特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
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トラック バス タクシー

・受入れ見込数 ２．４５万人（総計）

・主な業務内容
①運行業務
②荷役業務

①運行業務
②接遇業務

・技能水準

①第一種運転免許（※１）

②特定技能評価試験（トラック）（※２）

①第二種運転免許（※１）

②特定技能評価試験

（バス）（※２）

①第二種運転免許（※１）

②特定技能評価試験

（タクシー）（※２）

※１ 日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間については、在留資格「特定活動」（バス運転手及びタクシー
運転手については1年・更新不可、トラック運転手については6ヶ月・更新不可）で在留を認める。

※２ 特定技能評価試験は各業界団体及び実施者である（一財）日本海事協会において準備。

・日本語能力
・日本語能力試験N４
又は
・日本語基礎テスト 合格

日本語能力試験N３ 日本語能力試験N３

・受入れ事業者の要件

・「働きやすい職場認証制度」

又は

・「Gマーク制度」の認証取得 等

・「働きやすい職場認証制
度」の認証取得 等

・「働きやすい職場認証制
度」の認証取得 等

○ 担い手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野（バス、タクシー及びトラック運転手）に
ついて、特定技能制度※の対象分野への追加を閣議決定（令和６年３月29日）。
※深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況に
ある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度。

○ 特定技能外国人の受入れに向けて、特定技能評価試験の実施に係る準備等を関係団体等と連携して進める。



トラック運転手としての乗務開始までのプロセス
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採用
・
入国

乗
務
開
始

特定技能
評価試験
・

日本語
試験

合格

日本語研修等

外免切替

運転免許を要しない
付随業務に従事可能

特
定
技
能
1
号
の
在
留
資
格
取
得

「特定活動」としての在留
（最大６か月）

初任ドライバー
研修

※日本人ドライバー
と同様

「特定技能1号」としての在留
（最大5年）



令和６年３月

外国人本人 受入れ機関

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定

閣議決定（R6.3.29）
→ 自動車運送業分野追加

新規分野における特定技能の試験開始

・ 省令・告示の公布、施行

・ 試験の作成・準備

・ 試験概要等の公表、周知

関係省庁

受験準備

試験受験

↓

合格

受入れに向けた諸準備
（企画・立案、面接、雇用契約等）

採用・入国

令和６年４月以降

受入れ開始までのスケジュール
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Ｑ．モーダルシフトに向けた取組みについて(4/3衆国交委 公明党 日下議員)

Ａ．鉄道のコンテナ貨物、フェリー、ローロー船の輸送量を今
後10年程度で倍増させる目標を設定し、以下の施設
整備について取り組んでいるほか、担い手の確保に向けた
取組みを進めていく。(国交省政府参考人)

貨物鉄道：大型コンテナに対応するためのコンテナホーム
の拡幅、災害時の代行輸送の実施に必要と
なる貨物駅の施設整備

内航海運：船舶大型化等に対応したシャシー、コンテナ
置場の整備促進など、内航フェリー・ローロー
船ターミナルの機能強化など

51
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Ｑ．送料無料を当然視せず、サービスには相応の費用がかか
ることを国民全体で理解することが必要だが、どのようにこ
の機運を醸成していくのか（3/25衆本会議 立憲民主 長友議員）

Ａ．令和5年12月、送料見直しに関する消費者庁の考え方
を公表。
送料無料と表示する事業者には、表示についての説明
責任がある。
「送料当社負担」や「送料込み」など、送料負担の仕組み
を表示すること、また、送料無料表示をする場合には、そ
の理由、仕組み等を分かりやすく説明することが必要。
引き続き、関係事業者等の自主的な取組を促していくと
ともに、その取組状況をフォローアップしていく。
(自見国務大臣（消費者及び食品安全等担当）)
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Ｑ．改正法の執行体制は。(4/25参国交委 立憲民主党 小沼議員)

Ａ．令和6年3月21日の衆議院本会議で、経産大臣、農水
大臣が出席されてしっかり3省連携していくという答弁があっ
た。実際そうなるように国交省が頑張っていきたい。
(斉藤国土交通大臣)

Ｑ．荷主の指導に対する経産省、農水省の見解は。
(3/21衆本会議 公明党 国重議員)

経産省は、これまでも国交省、農水省と連携を進めてきた。
荷主に対する措置を一層強力に推進していく。
（齋藤経産大臣）

農水省はこれまでも国交省等と協力を推進してきた。
荷主の意識、行動の変革に積極的に取り組んでいく。
（坂本農水大臣）



１７項目に及ぶ付帯決議

55

関係団体及び荷主等の
連携及び協力強化

標準的運賃毎年見直し

低廉運賃事業者への注
視・規制措置導入

キーワード抜粋

トラックＧメン機能強化・
拡大
地方適正化事業実施
機関の活用、業務拡大

「専業水屋」対策

多重下請構造対策、
二次下請制限も検討

商慣行見直しに向けた
指導・助言
商社等を物流効率化努
力義務対象とする検討
第一種貨物利用運送
事業者への対応

一貫パレチゼーションの
推進
中継輸送や自動運転の
普及に向けた支援
再配達率削減に資する
支援
過積載防止、積載率向
上の影響へのフォロー

貨物軽自動車運送事
業対策

中長期計画、実運送体
制管理簿制度円滑導入

物流統括管理者制度の
円滑な導入・運用 モーダルシフト対策
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① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



トラックGメンが設置され、荷主・元請事業者への監視体制を強化

57

疑いのある荷主へ連絡
（荷主の本社・営業所へ連絡）

要 請

支店等への違反原因行為の
事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な取組の
実施を指示
その後のFU 等

ヒアリング実施
（関係省庁も同席）

「是正措置」

①ヒアリング（訪問・電話）
違反原因行為の疑いのある荷主情報の積極的収集

②パトロール (現場の状況確認)
違反原因行為をしている疑いのある荷主等の支店、荷捌き場周
辺など

③フォローアップ調査 (パトロール時に実施)
・情報提供元への事実確認・深堀り

・「働きかけ」、「要請」実施済荷主の再度の違反原因行為の
疑い等確認

「プッシュ型情報収集」

働きかけ

全国162名

トラックＧメン

文書送付

商慣行見直しに向けた執行力の強化（トラックGメンの設置）



トラックＧメンによる荷主等への是正指導の取組結果

対応内容 荷主数 内訳

勧 告 2 （荷主1、元請1件）

要 請 174 （荷主88、元請81、その他5）

働きかけ 478 （荷主310、元請158、その他10）

「是正指導」を実施した荷主数 荷主起因の違反原因行為の割合

53.0%

15.0%

13.0%

8.0%

7.0%
4.0%

長時間の荷待ち

依頼になかった附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な配送依頼

過積載運行の要求

異常気象時の運行指示計654件の法的措置を実施

＜月当たりの「是正指導」（働きかけ、要請、勧告）平均実施件数＞

今般「是正指導」（働きかけ、
要請、勧告）の対象となった
荷主等についてはフォローアッ
プを継続し、改善が図られな
い場合は 更なる法的措置
の実施も含め厳正に対処。
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トラックＧメン設置後、荷主等に対する是正指導実施件数が飛躍的に増加



全国のトラックＧメン活動状況

〈ブロック別働きかけ・要請・勧告実施件数〉
※数値は要請、働きかけが行われた、各ブロックに本社を有する荷主等の数

〇トラックＧメンの活動状況
トラック事業者に対する

電話調査や訪問調査（全国）

荷主へのパトロール(荷待ち状況の現地確認等)（全国）

トラックドライバーへのヒアリング
（中部・中国・九州）

トラック事業者・荷主に対する
説明会

オンライン説明会の模様

大型車駐車スペースが
あるコンビニ駐車場

高速SA、PA

トラックGメンのチラシ配布（全国）
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全国のトラックGメンがトラック事業者の声を聞き、荷主等に対する是正措置を実施。



トラックＧメンの活動（具体例:中国運輸局）

パトロールの状況（ はパトロール済の箇所）

トラックＧメン荷主等パトロールの特徴
・基本的にアボ無しで訪問（より多くの荷主等を訪問するため。）
・現地での説明に合わせ、オンライン説明会への参加呼びかけ（結果多くの荷主事業者の参加を得ている。
）

パトロール先拠点数935か所
(R5.7.21～R6.6.21)

2024年問題の本質は将来のトラックドライバー不足
であることを説明し、以下の対応を呼びかけ。

●トラックドライバーの労働環境改善
(違反原因行為の防止)
●運賃交渉に対する真摯な対応

(人材確保の為の賃金・設備投資に原資必要)

・現場で要改善点を認めた場合※はその場で指摘。
・トラック運送会社やPA、SAがあれば、活動の周知も実施。
※ドライバーによる附帯作業が行われていることを現認した場合など。パトロール動画

60

積極的な荷主等パトロールを実施し、労働環境改善と運賃改定を呼びかけ



具体的な説明内容（ポイント）

61

〇 2024年問題について
●
●
トラック運転者の残業時間に上限が課せられ、貨物が一部運べなくなる恐れがある。
トラック運転者を職業として選択する人が若年層で減っており、年齢構成が高年齢化。2024年問題の本質は将
来のドライバー不足。放置するとそのうちトラックがあっても運べない状況になる。

〇 違反原因行為について
● 荷主担当者の「ちょっと頼むよ」という悪気のない一言が無理を強いるだけでなく、違反行為の原因にもなり得
る。注意して欲しい。

(例) もうちょっと積めるでしょ」→過積載運行に
「急いで運んでね」、「時間厳守で（無理な時間設定）」→スピード違反に
「ちょっと待ってて（長時間待機常態化）」→過労運転に（待機中は心身が休らず、休憩時間にあたらない。）

●
●
悪質なものは事実確認、改善を求める。また是正指導（「働きかけ」「要請」「勧告・公表」）の対象になる。
我々もパトロールを通じて荷主事業者の雰囲気や事業の様子を見させていただいている。

〇 標準的な運賃について
●
●

●

●

トラック事業者から運賃に関する相談があった場合には耳を傾けて欲しい。
トラック運転者を確保するには、一定の賃金水準を確保する必要がある。また事業継続のためには車輛の更新等
再投資を継続する必要がある。
トラック事業の原資は運賃。国は標準的運賃を策定。運輸局もトラック事業者に対し、これを携えて荷主事業者
に相談に行くようにと指示している。
「運送」と「作業」は本来別のもの。荷積み、荷卸しさらに附帯作業には別途料金が発生する。

〇 オンライン説明会について
詳細については、月1回オンライン説明会を開催し説明しているので、是非そちらにご参加いただきたい

商慣行を変えるため、荷主の元に出向き以下の説明を実施。



トラックＧメン活動の進捗と所感（気づき）

○ 商慣行の根強さ
・ 意見・質問には現状の不変を前提としたものが多い。

労働時間が減る＝賃金が減る。「余計なことをするな（トラックドライバー）」（基本賃金が低い認識がない。）
荷積み・荷卸し、附帯作業はトラックドライバーの仕事（トラック事業者側でも当たり前と考えているものが多い。）
契約を切られるのが怖くてなかなか改善や運賃改定を言い出せない。

○ 発荷主「物流部門」、「物流子会社」、「物流元請」の対応の２極化
荷主物流部門が現状を詳細に把握、役員会にも掛け合い物流を効率化。運賃値上げにも対応。
荷主の物流子会社又は物流事業者に丸投げ。そこが「上には言いにくい」として動かず問題解決に至らない。
⇒荷主の中で発言力がない物流子会社等を動かすには、発荷主のトップに訴える必要がある。

○ 発荷主の「運べない」ことに対する危機感の高さ
競合他社がいる部品や建材などを扱っている荷主は、指定どおりに届かない＝商機を逸するという意識が高い。
発荷主の無理な発注は、着荷主の意向に端を発している場合がある。
⇒発荷主を動かすには、「着荷主」に訴える必要がある。

○ 着荷主※の無関心、認識不足
「我々はトラックを使っていない。」(トラックが資材や商品を運んできているという意識が薄い。「仕入れ」と認識。)
荷待ち2時間ルールの緩和を。(費用負担すれば長時間拘束もＯＫ。(帰り荷の都合など知らない。))。
※着荷主=建設会社[建材など発注、現場を監督]、大手製造事業者[原料を発注]
⇒大手発荷主は着荷主でもあり、両面で働きかける必要がある。
⇒輸送は広域、大都市の発・着荷主(関東・中部・近畿)が影響力を持っている。働きかけるべき。

商慣行を変えるには、より上流（管外の「発・着荷主」本社等）にアプローチする必要がある。
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トラックＧメン活動の周知

各種報道への取材協力（トラック運送事業者、トラックドライバー、荷主事業者、一般消費者向け）

Ｘ（旧Twitter）でのご紹介（主にトラックドライバー向け）
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協会機関誌でのご報告
（トラック運送事業者向け）
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オンライン説明会による周知

主な説明内容
○2024年問題の背景・政策

(残業上限規制が何故必要なのか、そもそもから説明。)
○国交省、関係省庁からのトピック

(各省報道発表資料等から参加者の関心に合う情報を提供)
○参加者の問題意識、取組みについて共有

(参考になる同種事業者の好例、失敗例も紹介)
○標準的な運賃、標準約款、原価計算、運賃交渉
○物流効率化に向けた取組み事例紹介
○トラックＧメンの積極的対応について

（中国運輸局をはじめ全国のＧメンの活動を紹介）
※他に事前登録の際問題意識等を収集し、説明会中もチャットでの質
問を可として参加者同士の情報共有も図っている。

説明の内容（「何回も」、「わかりやすく」、「有益な情報」を重視）

【第１回～第10回の累計参加者数】 延べ1,555名
【参加者種別】 トラック運送事業者、元請、荷主事業者、行政書士、労働組合、マスコミ、物流関係システム会社、コ

ンサル、金融、車両メーカー等多種他用な関係者が参加
【参加元地域】 中国５県のほか、北海道、東京都、千葉県、群馬県、埼玉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、

新潟県、大阪府、愛媛県、高知県、宮崎県など他の都道府県からも数多く参加
全国から参加いただいている実績を踏まえ第10回からは、「国土交通省トラック荷主特別対策室主催のオンライン説明会」
として、全国の運輸局で本オンライン説明会を周知いただくこととした。 64

開催結果及び参加者の状況（運輸局関係者除く）

オンライン説明会の模様

令和5年8月1日より、毎月１回、20日頃に開催 (第5回(12月20日
(水))からは午前、午後の2回開催。)。



参加者から提供された問題意識等(これまでのオンライン説明会から)

トラック物流の2024年問題に対する問題意識、解決に必要な対策。
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共通する問題意識(トラック運送事業者、元請、荷主)。
○ 業種を超えた相互理解が必要(運賃改定、リードタイム緩和、荷待削減。)

※特に着荷主の理解が必要とする意見多数

トラック運送事業者の問題意識
○ 物流の価値向上、荷主における理解の深度化、標準的な運賃を義務的運賃に
○ 荷主規制強化、低運賃競争から輸送品質での競争
○ 多重化構造の是正、適正運賃収受、高速道路料金負担の軽減、トラック休憩スペース確保

元請けトラック運送事業者の問題意識
○ 安受けトラック事業者排除、ドライバーが運転だけに特化する体制づくり
○ IT点呼等改善が期待できる仕組みの強制的導入
○ 拘束時間上限を気にし過ぎたことによる事故惹起の懸念
○ 対価を支払った場合の附帯業務による2時間ルールの適用除外
荷主事業者の問題意識
○ 政府広報のTVCM等、各業界団体での統一認識、経営者のリーダーシップ
○ 適切な運行ルートに対して適切な料金の支払、車上渡しの厳守、契約外荷役指示の禁止
○ 物流効率化(共同輸配送・バース予約システム・中継輸送・モーダルシフト、物流DX化等)

○ 他の同業他社の問題意識、解決に向けた対策などを共有したい。



パト
ロール
周知

「要請」、「働きかけ」に係る運用方針の変更について

運輸局が荷主に対する「是正指導」実施の判断を行い、より積極的に動けるように。

これまで 令和6年６月以降

運輸局 運輸局

本 省
目安箱情報

情報収集
結果報告

プッシュ型
情報収集

働きかけ
実施判断

・指示

要
請
、
勧
告
・
公
表働きかけ

トラック事業者
荷主・元請トラック事業
者の本社

本 省
目安箱
情報 勧

告
・
公
表パト

ロール
周知

プッシュ型
情報収集

要請・
働きかけ

トラック事業者
荷主・元請トラック事業
者の本社・営業所

働きかけ・要請の判断は、
収集情報を元に、運輸局
が主体的に行う。
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パトロール

運輸局判断による「要請」・「働きかけ」実施の形態

運輸局 (本局は一般貨物案件を、支局は軽貨物案件を担当)

輸送部門・監査部門・倉庫部門が連携

荷主・元請トラック事業者

本 省関係行政機関
地方適正化
事業実施機関

働きかけ
（文書送付）

要 請
（ヒアリング）

改善計画策定要請
訪問のうえ、周知、説明、
違反原因行為確認

違反原因行為を疑うに
足りる相当な理由あり

違反原因行為の疑い
あり日常・一般的な注意喚起

本社・営業所(拠点) 営業所(拠点) 本社・営業所(拠点)

事業法39条1条5号の
協力（情報収集・通知）

目安箱情報の提供働きかけ・ヒアリングへの随行
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トラック
協会

情報交換・連携



「要請」実施に向けた協力のお願い

違反原因行為を行う荷主等には、要請を行い、改善計画を策定させます。

情報・証拠となる記録の提供をお願いします。
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⇒ 入退場記録、デジタコデータ等 ⇒ 無理な指定をされた記録 ⇒ 過積載を指示された記録
契約にない付帯業務

付帯業務の例
●倉庫内の棚に貨物を入れる。
●運送終了後の貨物を方面別等に分
ける。
●貨物に値札などのラベルを貼る。
●積み下ろし場所から貨物を移動さ
せる。

⇒ 運賃交渉を申し込んだ記録

運賃・料金の不当な据置き

⇒附帯業務が契約外のものだとわかる記録
※同一の荷主に複数の情報提供元から情報提供があった場合、それをもって要請を行う場合もあります。

違反原因行為といただきたい情報



① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



Ｃ社 (スポット)Ｂ社 (スポット)

車輛購入・更新

Ａ社 （定期）

給与 給与 給与 給与・ボーナス

1月 ４月 ７月 1０月 1２月

税金支払軽油購入 タイヤ購入

＜

運送依頼と売り上げ
健全な事業継続の為には

（物流原価＋利潤） ＝ ＜ 売上げ が望ましい。

日々発生する物流コスト（原価）

コスト(原価)の発生と契約・売り上げの収受のタイミングが違うので、契約・運賃交渉の際に走行キロ・時間見合いの単価設定がしづらい。
「一運行あたり〇〇万」などの相場観が損益分岐の判断に用いられるか、荷主の言い値を飲まざるを得ない。
また、逆に支払いの際に売り上げの実態に見合ったコスト負担なのか判断がつきずらく、設備投資に消極的になるか無計画な設備投資になる。

保険料支払

物流原価

物流コスト（原価）と売り上げ

事業運営上日々発生するコスト

儲け ［生活・事業拡大の原資］ 利潤

Ｄ社
(スポット)

＜

＝

？
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トラック運送の原価計算の活用に向けて(手引き)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000031.html
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トラック運送の原価計算の活用に向けて

原価計算の必要性・効果

交渉の説得力向上

自社の状況把握
実効性のある(確実に
収益を確保できる)
事業計画の策定

原価計算の活用事例
＜ケース1＞交渉結果を見越して上乗せして要請し、確実に利益を確保

＜ケース2＞原価データの推移を示すことで運賃・料金の17％の引上げに成功
荷主に対して1990年から現在までの原価データを個別に示し、物流担当部長にコストアップの実態を理解してもらうこ
とを促した。結果的に17％の引き上げ要請に対して満額の引上げとなった。

運送原価に対して収受運賃が▲6％であるという原価データを提示して10％の値上げを要請し、結果として8％の値
上げを受け入れてもらうことができた(当初は5%UPの要請を想定したが、値切られることを考慮のうえその分を上乗せ
して要求。)。
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原価計算の実施手順

＜基本的な手順＞
決算書から車両別原価を算出し、そのデータを加工して取引先別や運行ルート別等の平均原
価を算出。

ステップ１ 運送事業に関する損益計算書を作成。（運送事業のみの場合は会社の決算書）

ステップ２
実運送の売上・費用と傭車（利用運送）の売上・費用等を区分。
傭車については受注先、発注先別に原価を計算。

ステップ３
車両に紐付く費用（車両費、保険、運行三費（燃料油脂費、修理費、タイヤ・チューブ費）、
運転者人件費）を割付け。紐付かない間接費は一定の基準により車両に配分。

ステップ４
走行距離や運送時間を踏まえ、車両別に「1kmあたりの変動費」と「1時間あたりの固定費」を算
出します。

ステップ５
車両別の原価データを加工して、取引先別、運行ルート別の平均原価を算出。
必要に応じて契約別の計算も実施。
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直接割付の可否 費用
固定
/変動 概要

車両に直接割付け
できる費用
(基本実費) 運行費 変動

○燃料(軽油)・油脂(エンジンオイル費)費用
○修理費用(一般修理、車検整備、定期点検費用、ミッションオイ

ル費等)
○尿素水費用(ディーゼルエンジン車)
○タイヤチューブ、交換費用

車両費 固定 車両購入費、リース費用(メンテナンスリース等修理費などを含む場
合は除く)

車両の税金 固定 自動車取得税、自動車重量税、自動車税

車両の保険費 固定 自賠責保険料等車両毎に費用が発生するもの。

運転者の
人件費※ 固定 運転者の給与、法定福利、福利厚生費（健康診断代、昼食代

等）、退職金（退職給与引当金）、通勤手当

車両に直接割付け
できない費用
(車輛別売り上げ又は稼
働時間の割合で按分)

車両の保険費 固定 任意保険、運送保険、運送業者賠償責任保険等、会社単位で契
約する為車両毎に割り当てられない保険料。

間接費 固定
一般管理費(役員・運行管理者・整備管理者の人件費、
事務所維持費用、各種消耗品費、事務用品費、通信費など) 、
備品運搬費、車庫等の施設費

車両別費用の整理

※１者1台で車両を割り当てられている例。1台を複数人で共有している場合は、車両毎の乗務時間で按分のうえ１台
あたりを積み上げ。 75



１時間あたり、１kmあたり費用の算出
１時間あたり固定費の計算

車両別費用で「固定」に
整理された費用の合計 稼働時間 １時間あたり固定費÷ ＝

１kmあたり変動費の計算

0ℓ→満タン燃料費用 実燃費(km/ℓ) １kmあたり燃料費÷ ＝

オイル交換1回あたり
の油脂費用

1交換あたり
走行距離 １kmあたり油脂費÷ ＝

タイヤチューブ交換1回
あたりのタイヤチューブ費用

1交換あたり
走行距離

１kmあたり
タイヤチューブ費÷ ＝

一般修理費用、
車検整備費用

修理、整備の間
の走行距離 １kmあたり修理費÷ ＝

0ℓ→満タン尿素費用 0ℓ→満タンの
走行可能距離 １kmあたり尿素水費÷ ＝
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実践的な原価計算
運行ルート別の原価計算 発着地点間の距離と稼動時間を基本に算出

取引先別の原価計算 車両ごとの原価を荷主毎の輸送の稼動時間で按分

※１台1荷主等に割り当てられる場合は、按分は不要。

固定費 平均稼働時間(時間)１時間あたり固定費＝ ×

変動費 平均走行距離(km)１kmあたり変動費＝ ×

料金・実費等
1運行あたりの実費
・高速道路利用料 ・燃料サーチャージ・フェリー利用料・附帯作業費
・駐車場利用料 ・車両留置料・宿泊費用 ・その他諸費用

＝

＋

＋
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トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）

中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより



トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）

中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）

「感情・情動」と「論理」の組み合わせが最強

協力してもらうのには感情が必要 理解してもらうのには論理が必要



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより

トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）



決算月 法人数 割合

1月 100,172 3.6％

2月 180,631 6.6％

3月 502,060 18.3％

4月 195,004 7.1％

5月 227,592 8.3％

6月 268,192 9.8%

7月 210,109 7.7%

8月 240,760 8.8%

9月 299,291 10.9%

10月 134,262 4.9%

11月 102,304 3.7%

12月 285,436 10.4%

合計 2,745,813 100%

（参考情報）交渉の開始時期(相手方の予算策定時期を見極めて実施)

（仮定）大企業：決算月の約５～６か月前から予算策定開始、決算月の前月中に予算決定。
中堅・中小企業：決算月の３か月前後から、来期予算準備開始。

国税庁の令和元年度のデータより集計

月
主体 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

国
各
省
案

確
定

政
府
案

確
定

予
算
成
立

３月
決算
企業

役
員
会
議

来
期
予
算
確
定

決
算

9月
決算
企業

役
員
会
議

来
期
予
算
確
定

決
算

12月
決算
企業

役
員
会
議

来
期
予
算
確
定

決
算

国会審議

来期予算策定
（大企業）

素案検討

財務省折衝
省内検討

素案検討・官房折衝

素案検討

来期予算策定
（中堅・中小）

素案検討

来期予算策定
（中堅・中小）

素案検討

来期予算策定
（大企業）

来期予算策定
（中堅・中小）

素案検討

来期予算策定
（大企業）

素案検討

中国運輸局自動車交部貨物課調べ及び推測。 89



① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



2024年問題解決に向け、政府は様々な施策を実施、国会では法改正が行われてきた。

91

平成27年 5月 「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」設置 (国交省・厚労省主催)
中央、47都道府県に協議会を設置。関係者(構成員：トラック運送事業者・荷主・学識経験者・行政) で検討・取組みを推進。

平成30年 7月 「働き方改革関連法」公布
トラックドライバーにも時間外労働上限規制適用(施行は5年間猶予)

平成30年12月 「貨物自動車運送事業法」一部改正 (議員立法)公布
「荷主対策の深度化」、「標準的な運賃」等を制度化。

令和2年2月～令和5年5月 コロナ過における各種行動制限

令和 4年 9月
～令和 5年 8月

「持続可能な物流の実現に向けた検討会」
物流を持続可能なものとしていくための方策を検討するため、有識者、関係団体及び関係省庁からなる検討会を設置。

令和 5年 6月 「物流革新に向けた政策パッケージ」とりまとめ
「商慣行の見直し（トラックＧメン創設）」、「物流の効率化」、「荷主・消費者の行動変容」の３つ柱として進めるべき各種政策を明示
「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」策定
国交省、経産省、農水省が・着荷主、物流事業者について実施が必要な事項、実施を推奨される事項を整理。

令和 5年10月 「物流革新緊急パッケージ」とりまとめ
早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手、必要な予算の確保し、可能な施策を前倒し、緊急的に取り組む。

令和 5年12月 「令和５年度補正予算」成立 (13兆1,992億円 (物流革新緊急パッケージ関係:一般331億、エネ特409億、財政融資200億) )
政府与党が打ち出した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を実行するための財政的な裏付けとして編成。

令和 6年 2月 「2030年度に向けた政府の中長期計画」とりまとめ
「物流の2024年問題」の対策指針として、24年度にトラック運転手の賃金を10％引き上げることなどを目指すことを明記。
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物効法）及び貨物自動車運送事業法（ト
ラック法）の一部を改正する法律案」（改正物流法案）閣議決定、国会提出
荷主・物流事業者に対する規制 【流通業務総合効率化法】、トラック事業者の取引に対する規制 【貨物自動車運送事業法】、軽ト
ラック事業者に対する規制 【貨物自動車運送事業法】を規定。

令和 6年 ５月 5月15日 改正物流法（物効法・トラック法） 公布 91

2024年問題解決に向けた政府・国会の動き
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持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終とりまとめ（概要）

93

【最終とりまとめの位置付け】
○ 「総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）」（2021年６月閣議決定）や各種のガイドラインの実効性を確保するため
取り組むべき政策について提示するもの。

○ 物流事業者が提供価値に応じた適正対価を収受するとともに、物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会の「三方よし」を目指す。

【労働時間規制等による物流への影響】
○ 具体的な対応を行わなかった場合には、2024年度には約14%（4億トン相当）の輸送能力が不足する可能性。
○ その後もドライバー数減少が見込まれ、2030年度には約34%（9億トン相当）の輸送能力が不足する可能性。

1.荷主企業や消費者の意識改革 3.物流標準化・効率化推進2.物流プロセスの課題の解決
【最終とりまとめの概要】

人口減少に伴う労働力不足に加え、トラックドライバーの時間外労働規制（「2024年問題」）、カーボンニュートラ
ルへの対応、燃料高・物価高の影響を踏まえ、着荷主を含む荷主や一般消費者を含め、取り組むべき役割を再考し、
物流を持続可能なものとするため、2022年9月から検討会を開催。(事務局：経産省 国交省 農水省）

○ 2022年9月 検討会 設置
○ 2023年2月8日 中間とりまとめ 公表
○ 2023年2月～6月 業界団体等へのヒアリング
○ 2023年8月 最終とりまとめ 公表

○ 労働時間削減・物流の合理化を図る措置（待機時
間、荷役時間等の削減、納品回数減少、リードタイ
ム延長等）
▶「判断基準」の提示、中長期計画の作成・報告
義務、勧告・措置命令等を含む法的措置

○ 運賃の適正収受に資する措置
（契約条件明確化、多重下請の是正等）
▶契約内容の書面化・電子化
▶運送体制台帳の作成

○ 物流コスト可視化（メニュープライシング等）
○ 貨物自動車運送事業法に基づく荷主への働きかけ

等及び標準的な運賃の制度の継続的な運用等
○ トラックドライバーの賃金水準向上

○ 省力化・自動化の推進
○ デジタル技術を活用した共同輸配送・帰り

荷確保等
○ 官民連携による物流標準化の推進
○ 物流拠点のネットワークの形成等
○ モーダルシフトの推進
○ 車両・施設等の省エネ化・脱炭素化の推進
○ その他生産性向上を図るための措置

○ 荷主企業・物流事業者の物流改善を
評価する仕組みの創設

○ 経営者層の意識改革を促す措置
▶物流管理の責任者（CLO※）の設置

※Chief Logistics Officer
○ 消費者の行動変容を促す方策の実施
○ 物流に係る広報の強化

【経緯】
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ガイドラインに基づく各業界団体自主行動計画策定状況

令和5年6月2日「物流の2024年問題」への対応を加速することを目的として、経済産業省、農林水産省、国土交通省は連名で、
発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事
業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定し、令和5年度中を目途として荷主企業・物流事業者にガイドラインに沿っ
た「自主行動計画」の策定・公表を要請。各業界団体が指針となる自主行動計画の策定・公表を進めています。

No 業種・分野 業界団体・事業者名(一部) ※多数ある場合は、内閣官房HPの公表順にスペースの範囲で記載

1 自動車 （一社）日本自動車工業会、（一社）日本自動車部品工業会

2 自転車 （一社）自転車協会

3 素形材 （一社）日本金型工業会、（一社）日本金属熱処理工業会、（一社）日本金属ﾌﾟﾚｽ工業協会 等

4 機械製造業 （一社）日本半導体製造装置協会、（一社）日本印刷産業機械工業会、（一社）日本時計協会 等

5 繊維 日本繊維産業連盟

6 電機・情報通信機器 （一社）日本配電制御ｼｽﾃﾑ工業会、（一社）ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械・情報ｼｽﾃﾑ産業協会 等

7 流通業（ｽｰﾊﾟｰ、ｺﾝﾋﾞﾆ、ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ等小売業） （一社）日本百貨店協会、（一社）日本ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ協会、（一社）大手家電流通協会 等

8 建材・住宅設備業 （一社）日本建材・住宅設備産業協会

9 紙・紙加工業 全国段ボール工業組合連合会、日本製紙連合会

10 金属産業 （一社）日本伸銅協会、（一社）日本鉄鋼連盟、JFEｽﾁｰﾙ㈱
11 化学産業 全国複合肥料工業会・日本肥料ｱﾝﾓﾆｱ協会、石油連盟、ﾌｨｼﾞｶﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ実現会議化学品WG  等
12 建設業 （一社）日本建設業連合会

13 商社 （一社）日本貿易会

14 農業 日本花き卸売市場協会、全国農業協同組合連合会、ﾎｸﾚﾝ農業協同組合連合会、(協)日本飼料工業会等
15 食品製造業 （一社）日本即席食品工業協会、（一社）日本ﾊﾟﾝ工業会、日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 等

16 食品卸売業 （一社）日本外食品流通協会、（一社）日本加工食品卸協会、全国中央市場青果卸売協会

ガイドラインに沿った自主行動計画策定業界団体（荷主関係） ※内閣官房ＨＰより

詳しくは、内閣官房HPをご覧ください (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/jisyukoudoukeikaku.html)。

自主行動計画策定・提出業界団体・事業者数 令和6年2月13日(火)現在124団体(社)
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物流革新緊急パッケージ
● 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなけ

れば、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。
● 今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の

解消に向け可能な施策の前倒しを図るべく、以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととする。
● この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理を行う。

１．物流の効率化
○即効性のある設備投資・物流DXの推進

・物流事業者や荷主企業の物流施設の自動化・機械化の推進、効率化・省人
化やドローンを用いた配送により人手不足へ対応

・港湾物流効率化に向けた「ヒトを支援するAIターミナル」の深化や港湾物流手続
等を電子化する「サイバーポート」を推進等

・高速道路での自動運転トラックを対象とした路車協調システム等の実証実験等
○モーダルシフトの推進

・鉄道（コンテナ貨物）、内航（フェリー・RORO船等）の輸送量・輸送分担率を
今後10年程度で倍増

・31ftコンテナの利用拡大を優先的に促進しつつ、中長期的に40ftコンテナの利用
拡大も促進

○トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進
・荷役作業の負担軽減や輸送効率化に資する機器・システムの導入等により、快
適で働きやすい職場環境の整備を促進

・労働生産性の向上に資する車両を運転するための免許の取得等のトラック運転
手のスキルアップを支援

２．荷主・消費者の行動変容
○宅配の再配達率を半減する緊急的な取組

・ポイント還元を通じ、コンビニ受取等柔軟な受取方法やゆとりを持った配送日時の指定等を促す仕組みの社会実装に向けた実証事業を実施
○政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化

３．商慣行の見直し
○トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化 (「集中監視月間」（11～12月）の創設)

・荷主による違反原因行為の調査を踏まえた「要請」等の集中実施、国土交通省及び荷主所管・法執行行政機関による連携強化
○現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引き上げ（年内に対応予定）
○適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進

・大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、主務大臣による指導・勧告・命令等
・大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け
・トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする実運送体制管理簿の作成、契約時の（電子）書面交付の義務付け

○物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援
・農産品等の流通網の強化（中継輸送等の推進）
・物流施設の非常用電源設備の導入促進等による物流施設の災害対応能力の強

化等の推進
・モーダルシフト等に対応するための港湾施設の整備等を推進
・高規格道路整備や渋滞対策、IC・空港・港湾等へのアクセス道路の整備に対する支

援による物流ネットワークの強化
・トラックドライバーの確実な休憩機会の確保のため、SA・PAにおける大型車駐車マス

の拡充や駐車マス予約制度の導入などの取り組みの推進
○標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進
○燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進（物流拠点の脱炭素化、車

両のEV化等）
○高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の継続
○道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上
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① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



標準的運賃の構成
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101
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標準的運賃の算出における考え方

構成要素 適正な原価 適正な利潤＋ 運 賃＝

固定費単価

変動費単価

基準外人件費

a車両償却費 d自動車関係保険料b人件費

e荷役関係費用

c自動車関係税

f借入金利息 g間接費

h燃料費

l車検・修理費

iオイル費 jタイヤ費

m間接費

k尿素水費

適正な原価とは

基準内人件×1.25

適正な利潤とは

運送原価×利益率 利益率 ＝ 適正利潤額 ÷ 運送原価
適正利潤額＝（事業用固定資産＋運転資本額（営業費×４％））×自己資本構成比

×０．１÷（１－利益課税率）
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標準的運賃の算出における考え方

104

×所要所定内労働時間

×走行距離
＋

×所要所定外労働時間

×（１＋利益率）

×基礎作業時間（４or８時間）

×基礎走行距離
（小型50kmor100km)
（小型以外60kmor130km）

＋
×（１＋利益率）

時間制運賃

距離制運賃

固定費単価

１時間当たり

変動費単価

１ｋｍ当たり

基準外人件費

１時間当たり ＋

固定費単価

１時間当たり

変動費単価

１ｋｍ当たり



その他運賃・料金・割増等について

105

個建運賃

÷ {最大積載個数or重量）×基準積載率（○○％）}

距離制運賃

＋付随料金

時間制運賃

＋付随料金

or

１個又は１重量あたり運賃＝

（最低積載個数等を設定）

各社で設定



その他運賃・料金・割増等について
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（１）通常想定される配達予定日時※よりも早く配達を希望する場合

※・・・有料道の利用、労基法、改善基準告示、道交法等の関係法令を遵守を前提として通常想定される配達日時

⇒基準運賃×割増率

（２）有料道路の利用が認められない場合

⇒有料道路を代替する一般道のキロ程に応じた運賃×割増率

※積合せを前提に余裕をもった場合の割引

速達割増等

割 増



その他運賃・料金・割増等について
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特殊車両割増

割 増

※高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様により車両本体価格が高額となる場合があ
ることから5割以上としている。

深夜・早朝割増

休日割増

特大品割増

品目別割増

冬期割増

悪路割増 地区割増

割 引

リードタイムを長くした場合の割引 長期契約割引 往復貨物の割引



積込料・取卸料

その他運賃・料金・割増等について
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・発地、着地での待機作業時間
それぞれ30分まで除く

・２時間までは上段
・２時間を超える部分は下段

・待機時間料の対象となる時間と
併せて….
２時間までは上段
２時間を超える部分は下段

・手積みの場合の方が若干低いが、
時間がかかるので
結局割高となる。

待機時間料



利用運送手数料

利用運送手数料、附帯業務料等実費について

109

・運賃の10％を運賃と別に収受
・実運送事業者の手配までに要した次数について収受
⇒下請け数が増えていくと10％、10％×２…と増えていく

品代金の取立て・荷掛金の立替え・荷造り・仕分け・保管・検収・検品・横
持ち及び縦持ち・棚入れ・ラベル貼り、はい作業など

…

運賃とは別に収受

フェリー利用料・特殊車両通行関係費用・中継輸送用施設使用料 など

標準的な運賃

利用運送手数料

標準的な運賃

利用運送手数料

利用運送手数料 利用運送手数料

利用運送手数料(20％)
＋運賃等

利用運送手数料10％
＋運賃等 運賃等

付帯業務料

有料道路利用料

その他実費

…

…

荷 主 元 請 １次請け ２次請け



燃料サーチャージとは、燃料等の価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての
運賃として設定する制度

110

115

120

125

130

135

燃料サーチャージが
適用される価格帯

燃料サーチャージが
適用されない価格帯

新標準的な
運賃による軽
油基準額
120円/ℓ
それを上回る
場合燃料
サーチャージ
必要

・距離別運賃（大型車、中国運輸局管内）
・走行距離：840km(東京～広島間)
＜標準的な運賃：248,920円＞
・燃費：3.3km/ℓ
・燃料上昇額20円上昇→算出上の燃料価格上限額17.5円

走行距離(km) 燃費(km/ℓ)÷ × 算出上の燃料価格上昇額(円/ℓ)

＝ 840(km) 3.3(km) 17.5(円/km)

＝ 4,455円 110

その他運賃・料金・割増等について
燃料サーチャージ



標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)
（１）荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービス内容の明確化

適正に収受できる環境を整備！！ 長時間の荷待ち

契約にない付帯業務

・約款上の業務区分の明確化

・契約 にない取卸し等を含め、積込料・取卸料を収受する旨を明記（第６１条）

改正

111
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（２）契約の書面化・電子化

・個々の案件の運送条件や契約に含まれる
業務内容を明確化（第６条、第７条）

運賃、料金、附帯業務等を記載した
書面（電磁的方法を含む）を交付
(運送申込書／引受書)することとする 改正

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)

112

附帯業務やその料金、燃料サーチャージ等については書面化・電子化さ れていない場合が多く、
適正な運賃・料金の収受が困難となっている状況
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（３）下請構造の可視化

・利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う
実運送事業者の商号・名称等を荷主に通知（第１７条第１項）

・利用運送に係る費用は 「利用運送手数料」として、運賃・料金とは別途収受する旨新たに明記
（第１７条第２項）

中小零細事業者を中心として、下請構造における 自社の階層を把握していないトラック運送
事業者が多く存在

荷主も自らの貨物が 実際どのトラック運送事業者によって運送されているのか把握していないと
いった事態が存在

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)
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（４）その他
・中止手数料の請求を開始できるタイミング及び中止手数料の金額について見直し（第３８条）

・運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化（第３２条第４項）

・燃料サーチャージの設定について明記（第３２条第２項）

・賃金水準、物価変動に当たっての運賃料金改定協議について明記（第３２条第３項）

※改正貨物自動車運送事業法第１１条においても規定（令和６年４月１日施行）

～３日前 ２日前 前日 当日
なし 運賃料金等の20％

以内
運賃料金等の30％

以内
運賃料金等の50％

以内

～２日前 前日 当日

なし なし 普通：3,500円
小型：2,500円

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（R5.11)

・労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針
・発注者及び受注者が採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまとめ。
・独占禁止法及び下請け代金法に基づき厳正に対処することを明記

発注者として採るべき行動／求められる行動
【行動①：本社（経営トップ）の関与】 【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】
【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】※ 【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】
【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】 【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】

・急激な物価高騰を乗り越え持続的な構造的賃上げを実現するためには、雇用の７割を占める中
小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが必要
→令和５年１１月２９日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」を策定

本指針の性格

【行動①：相談窓口の活用】 【行動②：根拠とする資料】※ 
【行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】【行動③：値上げ要請のタイミング】

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動
【行動①：定期的なコミュニケーション】 【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】

※価格交渉において、発注者が労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合や、受注者が労
務費の上昇傾向を示す根拠資料の例として、「標準的な運賃」が明記されている。

受注者として採るべき行動／求められる行動

115
【参考】公正取引委員会ＨＰ https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html



悪質なトラック運送事業者対策について

116



トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉準備編）

117中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより



中小企業庁主催 「価格転嫁力強化セミナー【トラック運送業編】テキストより 118
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トラック運送事業の価格交渉力強化（交渉編）
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トラック運送事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブックの紹介

121



① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



働きかけを契機に改善が行われた例

・入庫混雑時間帯の分散や荷受け開始時間の前倒し、仮置きスペースの確保を実施
⇒長時間の荷待ち状況が大幅に改善。（着荷主が対応）

・専用バースの確保、荷受・仕分要員の配置、到着時間の設定(17:00の定着化)
⇒平均滞在時間が「30分未満」まで大幅改善（元請運送事業者が対応）

○長時間の荷待ち解消

○依頼(契約)になかった附帯作業
・作業範囲、運送料金、作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結
（元請運送事業者が対応）

○適正取引における運賃・料金等の不当な据置き
・燃料サーチャージ全額支払、トラッシュ比率分差引きを廃止（真荷主事業者が対応）

○過積載運行の要求
・協力会社と調整を図り、一部４ｔ車両から大型車両へ変更（元請運送事業者が対応）
・積荷重量を把握できる配車システムを構築（元請運送事業者が対応）
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働きかけが荷主等の具体的な対応(施設整備・契約改善)を後押し



働きかけの実施事例(一部)

○長時間の荷待ち ○過積載運行の要求

○依頼(契約)になかった附帯作業 ○異常気象時の運行指示

(製紙卸会社・発荷主) 
～東北、中国運輸局管内
《相談者からの申告内容》
●朝に受付しても、伝票発行が早くて15時。遅い時では18時。
●配送先決定、伝票発行が遅く、積込み開始遅延、5時間以上待機。
～ 働きかけ後、以下の対策を発荷主側が実施。
○ 積込み用バースの見直し(増加)を実施
○ 場外倉庫に積荷のバーコードの読み込みシステムを導入

(工場へ戻る時間の削減に寄与)
○ 新たな倉庫建設による横持ち移動時間の削減も検討

(運送事業者・元請) 
～中部運輸局管内
《相談者からの申告内容》
●荷台の天井まで、物理的に積めるまで荷物を積まされる。
～ 働きかけ後、以下の対策を元請側が実施。
○ 協力会社と調整を図り、一部４ｔ車両から大型車両へ変更
○ 積荷重量を把握できる配車システムを構築し、協力会社と連携し、

重量の分散化を実施
○ 同種事案の防止として、社内幹部会議において情報を共有、その

後、社内全体へ迅速に情報展開

(運送事業者・元請) 
～近畿運輸局管内
《相談者からの申告内容》
●運送内容を規定する正式な契約

書をもらえていない。
●仕分け作業料、積込料の負担をお願いしているが、支払ってくれない。
～働きかけ後、以下の対策を元請側が実施。
○ 協力会社と個別に協議を開始。作業範囲、運送料金、作業附帯

料金をそれぞれ分けて契約を締結
○ 契約締結にあたり、各社の法令遵守にかかる状況を再確認

(食品物流会社・発荷主) 
～関東運輸局管内
《相談者からの申告内容》
●大雪警報が発令されているにもかかわらず、配送を依頼された。
～働きかけ後、以下の対策を発荷主側が実施。
○ 災害時の対応マニュアルの見直しを行い、配送先とも連携し、ドライ

バーの安全を最優先とした対応を行うことを改めて徹底
○ 予め荒天が予想される場合、運送事業者の判断による運行の中止

について、配送先と連携し検討
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要請の実施事例(一部)
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① 前回参加いただいた皆さんのご感想
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 事前にいただいた問題意識等共有
④ 2024年問題の背景、物流への影響、政府・国会の動き
⑤ トラックＧメン制度、新たな方針について
⑥ ハコベル㈱のサービスについて（担当者説明）
⑦ 原価計算・運賃交渉(交渉編)について
⑧ 参考資料紹介

・ 2024年問題への対策（政策まとめ、国会質疑等）
・ 標準的運賃・標準貨物自動車運送約款・運賃交渉について
・ 働きかけ・要請の実施事例
・ 物流効率化に向けた取組み事例紹介



トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の取り組み

127

平成27年度、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」が中央、各県に設置されました。協議会では、
トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一体となり、取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための
具体的な環境整備等を図るための対策検討や、実証事業など行い、ガイドライン・事例集としてとりまとめています。

ステップ１

荷主とトラック運送事業者の
双方で、トラックドライバーの

労働条件改善の問題意識を
共有し、検討の場を設ける。

ステップ３

荷待ち時間の発生等、長時間労
働の原因を検討、把握する。

ステップ４

荷主とトラック運送事
業者の双方で業務
内容を見直し、改善
に取り組む。



荷主とトラック運送事業者の協力による取引環境と長時間労働改善に向けた事例
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『タイムスケジュール』明確化による現場意識改革
（愛知県）

小売店直送における取卸し作業の時間短縮への取組み
（群馬県）

「朝積みの時間の前倒し」と「荷物の区分け・整理する」こ
とによる荷積み時間削減 （青森県）

パレット利用による荷役時間の削減、運行計画の見直し
等（北海道）
●積込み時の荷役作業の一部をパレット利用で、荷役時間と拘束時間を短縮

●積込み時の荷役作業の一部をパレット利用で、荷役時間と拘束時間を短縮

短縮効果：荷役時間34分、拘束時間１時間12分を短縮

改善効果：拘束時間１時間07分を短縮 改善効果：荷役時間1時間、拘束時間2.2時間を短縮

●運行開始日の朝積みの作業開始時間の前倒し及び荷役時間の縮減により、
着荷主の市場の混雑ピーク前に到着することで1日の拘束時間を削減する。

市場内の混雑状況

改善効果：積込作業時間45分、取卸し作業時間70-100時間短縮

●小売店の指定ラックを予め借受け、予冷庫にて積込み作業を行う形に改善

予冷庫 小売店車両 ラックへ取卸し作業

改
善
前

改
善
後

小売店
作業員がラック
に予め積付け

予冷庫
小売店でラック
ごと取卸し

●着荷主と運送事業者との朝のミーティング時に、 「据付工程の流れ」「休憩

のタイミング」「据付工程別の作業終了予定時間」といった『タイムスケジュー
ル（予定）』を明確化

改善効果：拘束時間削減の兆しが見え始めた

着荷主側の成果 適時的確な据付工事等、拘束時間に対する工事主任の意識向上

トラック側の成果 事業者の心理的負荷低減、運行管理の効率化



荷主とトラック運送事業者の協力による取引環境と長時間労働改善に向けた事例
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積込・取卸時間を詳細にコントロール、養生シート掛け作
業を一部機械化（山口県）

パレット荷役による機械製品積込み作業時間の削減
（岡山県）

フードサービス機器輸送における品揃えエリア・荷捌きエリ
アを拡張（島根県）

食料品輸送の配車の工夫による拘束時間削減
（鳥取県）

短縮効果：積込待機時間(積込時)：鉄部材35分、ホーム材56分短縮
積込待機時間(取卸時)：80分短縮
養生作業：8分短縮

短縮効果：拘束時間を3時間～3時間15分短縮

短縮効果：荷役時間を20-30分短縮

●深夜と朝の２回の荷卸し作業について、２便に分けることで、拘束時間の短
縮と休息期間を確保

●保管スペースを約100坪削減し、品揃え・荷捌きスペースとして転用するこ
とで作業を効率化

短縮効果：検証中（トラックの荷待ち・荷役時間削減を目指す。）

●バラ積みからパレット積み
(ロールボックスパレット)に切り替え
作業時間を削減

●積込・取卸時間を詳細にコントロール、養生シート掛け作業を一部機械化

（発荷主）住宅建材
メーカー製造工場

運送事業者
（着荷主）住宅建材
メーカー物流センター

具体的取組：荷揃い状況に即した入門指定時間帯の再設定、到着指定時間細分化
各レーンにおける積込み作業時間の縮減
養生シート掛け作業を手作業から一部機械化



中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック

生産性向上に向けたITツールの活用
国土交通省ではトラック運送業の経営改善に役立つＩＴツール
のシステム内容や機能、トラック運送事業者における活用状
況・活用事例を調査し、中小トラック運送事業者がＩＴツールを
導入・活用していくためのガイドブックを作成しました。

調査の結果、導入ＩＴ機器で最も多いのは、ドラレコ、事務処
理システム、ETC2.0、デジタコ。今後導入を予定しているＩＴ
機器は「ＩＴ点呼」がトップとなっています。
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物理ＤＸ化事例 （トラック運送事業者におけるシステム導入①）
車輛動態管理システム 配車支援・計画システム

システム概要 車両が現在どこにいるのか、どのような運行状況にあるの
かを確認するシステム。 GPS機能の搭載された車載端末等から携帯電話
等のデータ通信機能を利用し、インターネットを介して、車両の位置や運行
状況などのデータを受信することにより管理を実現しています。

システム概要 配車支援・計画システムは、受注情報（荷物）を車両（ドライ
バー）に効率的に割り当てるシステム。
受注情報をもとに配送当日の荷物のピッキング作業、積込み作業、トラックの配車
や配送ルート等の段取りを計算し、その結果をパソコンの画面や紙面に出力します。

【導入効果】
〇輸送サービスの「見える化」
・荷主からの問い合わせに回答できる。
・車両の動態を常時把握可能なため、緊急依頼等に臨機応変に対応可能。

〇生産性の向上
・道路の渋滞度に応じた配送指示や、他業務先行による時間の短縮
・待ち時間や輸送時間の短縮に伴うドライバーの労働時間短縮
・荷卸し先での順番待ち回避

【導入効果】
〇過積載防止（配車計画とともに重量計算も同時で行うため。）

〇人手不足対応（熟練配車マンのノウハウをシステムが補完）

〇紙伝票作業の手間解消（カルタ取り→パソコン上での作業）
〇その他生産性向上

・積載率、実車率向上 ・傭車の最適化 ・車両運行時間の合理化、
・配送ルートの最適化、・指定時間内到着、所要時間算出等
・配車管理属人化脱却（新入社員でも配車担当になれる）
・シミュレーション分析機能を活用した業務改善
・物流拠点の立地効果判断 など

車輛動態管理の仕組み 配車支援・計画システムのイメージ
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物理ＤＸ化事例 （トラック運送事業者におけるシステム導入②）
運行管理システム

システム概要 運行管理システムとは、運行に関わる業務システム全般を指
します。一般には、トラック輸送ならではの運送関連業務システムと、関連する
帳票作成等の事務作業システムを連携させたものを指します。

【導入効果】
○総務部門や経理部門の事務作業効率化
・データを共有化するため、転記や手入力という作業が不要になる。

○日常業務の効率化

○安全運行の確保、改善基準告示遵守のための勤怠管理※

○経営の可視化・分析による合理化
・データ入力のワンストップ化による誤入力防止。
・荷主別・車両別の採算管理
・ネットワーク型システムの採用により、グループ全体の経営管理も可能に。

運行管理システムのイメージ

求荷求車システム

システム概要 インターネットなどの情報システム機能を利用して車両と荷物
の情報をマッチングさせるシステム。
インターネットを利用して、荷物を依頼する側と、車両を活用したい運送側が、
それぞれ情報登録や検索を行います。

【導入効果】
○車両積載率の向上・、帰り荷の確保（実車率アップ）
○荷物量の季節波動等の繁閑差に対応
○受注機会獲得（特定荷主への依存を改善）
○営業・配車担当者の人手不足補完
○輸送条件等受注内容の明示化

求貨・求車システムのイメージ
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物流ＤＸ事例（倉庫・配送のデジタル化・自動化・機械化）

〇MujinRobotデパレタイザーの導入

〇ハンドリフト牽引型の自動搬送装置（AGV）

〇自動ｱﾝﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ/ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾛﾎﾞｯﾄの導入

令和3年度
物流・配送
会社のため
の物流DX
導入事例集

令和4年度
中小物流事
業者のため
の物流業務
のデジタル化
の手引き

資料ダウンロードはこち
らから

https://www.mlit.go.jp/
seisakutokatsu/freight/s
eisakutokatsu_freight_
mn1_000018.html 133

アンローディング(荷卸し)では、積込状況を画
像認識し、順番を判断の上作業を実施。
ローディング(荷積み)では、ケースサイズに応じ
て縦・横の最適な方法を認識し、作業を実施。

〇配送ドローンの導入

令和５年度
中小物流事
業者における
物流業務の
デジタル化実
証



物流効率化（物流標準化）
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参考：中継輸送拠点整備（広島県・岡山県）
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〇関西-九州の中間に位置する広島県廿日市市、関西－四国－中国の結節点である岡山県早島市に中継地点
が整備されることに。

コネクトパーキング宮島の整備 コネクトパーキング岡山・早島の整備

コネクトパーキング
岡山・早島



中小トラック運送事業者の労働生産性向上に向けたテールゲートリフター等
導入等支援事業

荷役作業の効率化、荷待ち時間の削減等により、長時間労働の是正等の労働環境の改善や労働生産性の向上を図る。

事業概要

効果

○補助内容

テールゲートリフター

①

床下からゲート引き出し

②

展開して荷積みの準備完了

③

カゴ台車のまま荷台に積込み

④

手積みに比べて１／３程度
の時間で荷役作業完了

○支援対象の例

トラック運送事業者は約99％が経営基盤の脆弱な中小事業者であり、新規投資の余
力が乏しいことに加え、コロナ禍や燃油価格高騰の影響により、厳しい経営環境に置
かれている。

さらに、他産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にある中で、ドライバー不足が
深刻化していることから、トラック運送業における長時間労働の是正等の労働環境改
善や事業環境の適正化が喫緊の課題。

このため、荷役作業の効率化や荷待ち時間の削減等に資する機器やシステムの導入等
に係る費用を支援することにより、中小トラック運送業における働き方改革や業務効
率化・経営力強化の取組、人材の確保・育成を推進し、トラック運送事業者の労働生
産性向上を図る。

トラック搭載用
２段積みデッキ

荷物を２段積みすることが
可能となるため、約２倍の
積載量が実現され、生産
性向上に繋がる。

建築資材等の重量物や
高低差のある現場など、
手荷役による作業が困
難な場面で効果的。

手荷役ではなくクレーン
による積み卸しが可能と
なることで、荷役時間を
１／３程度に短縮可能。

■点検等 ■運転 ■荷待ち ■荷役
■付帯他 ■休憩

１運行当たり平均して、１時間29分の荷役時
間が発生している。

【１運行あたりの荷役時間】

出典：トラック輸送状況の実態調査

12：26

採用活動や、安全講習・健康管理等の
人材育成に係る経費を支援することで、
ドライバーの確保・育成・定着を促進。

経営力強化支援

燃料費等の変化を
反映した適正な原
価の算定及び運
賃・料金交渉に活
用可能。

予約受付、配車計画、動態管理、
求貨求車、運行･労務管理システ
ム等の導入により、荷待ち時間の
削減や輸送効率の向上が可能。

業務効率化支援

人材確保・育成支援
ドライバーのスキルアップ支
援として、大型・けん引免許
等の取得費用やフォークリ
フト運転技能講習の受講費
用等を支援することにより、
労働生産性の向上を促進。

トラック搭載型
クレーン

車両の効率化設備導入支援

・労働生産性の向上・多様な人材の確保に資する機器の導入補助（補助率：通常機器価格の１／６）
・業務効率化・経営力強化に資するシステムの導入、人材確保・育成支援（補助率：使用料等の１／２等）

M&A等の事業承継を支援契約書電子化と併せて、DX
による業務効率化も実現。

R5年度補正予算（一般） 1,461百万円
（R4補：200百万円)

超重量物用トラクタに装着されている
速度制限装置を空車時に解除できる改
造を行い、労働時間を短縮。

カゴ台車による荷役が可能となるた
め、荷役時間が１／３程度に短縮。
手荷役による重労働が軽減され、女
性等の多様な人材の確保に繋がる。

トラクタの
速度制限装置
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国土交通省トラック荷主特別対策室主催のオンライン説明会は毎月1回実施します。
次回開催日時は 令和6年7月19日（金）10:00～、15:00～です。
以下のリンクから事前登録が可能ですので、よろしくお願いします。
ご説明する項目は、ご登録いただいたメールアドレス宛にお知らせいたします。

国土交通省トラック荷主特別対策室主催
「トラック物流2024年問題オンライン説明会」【第12回】事前登録フォーム

https://forms.office.com/r/pYjN5dUdKn

ご清聴ありがとうございました。

最後にお知らせ
【アンケート協力のお願い】 最後に以下のリンクから簡単なアンケートにご協力ください。

https://forms.office.com/r/hBXzjqjVvx
ご意見は、わかりやすく有益な情報を次回以降の説明会でご提供できるよう活用させていただきます。

情報提供も引き続き募集中です！ 物流効率化、運賃交渉の成功・失敗事例のほか、物流関係システムやサービス、
金融、燃料、各種サプライヤー等、物流関係であればジャンルは問いませんので、積極的に御連絡ください。
（連絡先）082-228-3438（事務局：中国運輸局自動車交通部貨物課） cgt-chugoku-kamotsu@gxb.mlit.go.jp

今後も有益な情報を発信し、全国の皆様の集いの場となるよう運営して参ります。引き続きよろしくお願いします。


